
令和２年 第12回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第５日）

令和２年12月16日（水曜日）

議事日程（第５号）

令和２年12月16日 午前９時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 議案第91号 南部町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第４ 議案第92号 南部町督促手数料及び延滞金徴収条例及び南部町後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正について

日程第５ 議案第93号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町総合福祉センターいこい

荘）

日程第６ 議案第94号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町民野球場、南部町民運動

場）

日程第７ 議案第95号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町営西伯カントリーパ

ーク）

日程第８ 議案第96号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町東長田山村広場、南部町

東長田山村交流施設ふれあいセンター）

日程第９ 議案第97号 公の施設の指定管理者の指定について（青年の家）

日程第10 議案第98号 公の施設の指定管理者の指定について（上長田会館）

日程第11 議案第99号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町賀野地域交流拠点施設）

日程第12 議案第 100号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町農産物直売所）

日程第13 議案第 101号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町地域農産物加工施設め

ぐみの里）

日程第14 議案第 102号 令和２年度南部町一般会計補正予算（第８号）

日程第15 議案第 103号 令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第 104号 令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第 105号 令和２年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第 106号 鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関する協議について
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日程第19 議案第 107号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

日程第20 陳情第８号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協

定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について

の陳情

日程第21 陳情第９号 日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める陳情

日程第22 陳情第10号 日本学術会議人事への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情

日程第23 陳情第11号 西部広域ごみ処理「基本構想案」の撤回を求める陳情

（追加議案）

日程第24 議案第 108号 令和２年度南部町一般会計補正予算（第９号）

日程第25 発議案第14号 核兵器禁止条約の批准を求める意見書

日程第26 発議案第15号 議会改革調査特別委員会の設置について

日程第27 発議案第16号 複合施設建設調査特別委員会の設置について

日程第28 発議案第17号 公立西伯病院調査特別委員会の設置について

日程第29 発議案第18号 可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会の設置について

日程第30 特別委員会委員長、副委員長互選結果の報告について

日程第31 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 議案第91号 南部町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第４ 議案第92号 南部町督促手数料及び延滞金徴収条例及び南部町後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正について

日程第５ 議案第93号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町総合福祉センターいこい

荘）

日程第６ 議案第94号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町民野球場、南部町民運動

場）

日程第７ 議案第95号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町営西伯カントリーパ

ーク）

日程第８ 議案第96号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町東長田山村広場、南部町
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東長田山村交流施設ふれあいセンター）

日程第９ 議案第97号 公の施設の指定管理者の指定について（青年の家）

日程第10 議案第98号 公の施設の指定管理者の指定について（上長田会館）

日程第11 議案第99号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町賀野地域交流拠点施設）

日程第12 議案第 100号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町農産物直売所）

日程第13 議案第 101号 公の施設の指定管理者の指定について（南部町地域農産物加工施設め

ぐみの里）

日程第14 議案第 102号 令和２年度南部町一般会計補正予算（第８号）

日程第15 議案第 103号 令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第 104号 令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第 105号 令和２年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第 106号 鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関する協議について

日程第19 議案第 107号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

日程第20 陳情第８号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協

定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について

の陳情

日程第21 陳情第９号 日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める陳情

日程第22 陳情第10号 日本学術会議人事への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情

日程第23 陳情第11号 西部広域ごみ処理「基本構想案」の撤回を求める陳情

（追加議案）

日程第24 議案第 108号 令和２年度南部町一般会計補正予算（第９号）

日程第25 発議案第14号 核兵器禁止条約の批准を求める意見書

日程第26 発議案第15号 議会改革調査特別委員会の設置について

日程第27 発議案第16号 複合施設建設調査特別委員会の設置について

日程第28 発議案第17号 公立西伯病院調査特別委員会の設置について

日程第29 発議案第18号 可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会の設置について

日程第30 特別委員会委員長、副委員長互選結果の報告について

日程第31 委員会の閉会中の継続調査の申し出について
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出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君
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書記 杉 谷 元 宏君
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午前９時０２分開議

○議長（景山 浩君） ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１０番、板井隆君、１１番、細田元教君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第３ 議案第９１号

○議長（景山 浩君） 日程第３、議案第９１号、南部町国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。

予算決算常任委員長の報告を求めます。

９番、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） おはようございます。予算決算常任委員長の仲田

司朗でございます。議案第９１号、南部町国民健康保険税条例の一部改正についてであります。

内容は、個人所得課税の見直しで、給与所得控除、公的年金等控除を１０万円引き下げ、個人

住民税の基礎控除を同額引き上げる平成３０年税制改正に伴い、国民健康保険税の減額対象とな

る所得基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を４３万円に引き

上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えるものです。また、軽減判定所得基準の見

直しに合わせた公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税特例の規定整備をするもので

す。

なお、この条例の適用は、令和３年度以後の年度分の国民健康保険税に適用するものです。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた
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しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

予算決算常任委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第９１号、南部町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第９２号

○議長（景山 浩君） 日程第４、議案第９２号、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例及び南

部町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

予算決算常任委員長の報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

９２号、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例及び南部町後期高齢者医療に関する条例の一部改

正についてであります。

内容は、地方税法の改正により特例基準割合を延滞金特例基準割合に改めるもので、この条例

の施行は令和３年１月１日からでございます。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

予算決算常任委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第９２号、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例及び南部町後期高齢者医療に

関する条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第５ 議案第９３号

○議長（景山 浩君） 日程第５、議案第９３号、公の施設の指定管理者の指定について（南部

町総合福祉センターいこい荘）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

９３号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町総合福祉センターいこい荘）についてで

あります。

内容は、指定管理者となる団体は特定非営利活動法人南部町総合型地域スポーツクラブで、指

定期間は令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第９３号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町総合福祉センターい

こい荘）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第９４号

○議長（景山 浩君） 日程第６、議案第９４号、公の施設の指定管理者の指定について（南部

町民野球場、南部町民運動場）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。
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予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

９４号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町民野球場、南部町民運動場）についてで

あります。

内容は、指定管理者となる団体は特定非営利活動法人南部町総合型地域スポーツクラブで、指

定期間は令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第９４号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町民野球場、南部町民

運動場）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第９５号

○議長（景山 浩君） 日程第７、議案第９５号、公の施設の指定管理者の指定について（南部

町営西伯カントリーパーク）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

９５号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町営西伯カントリーパーク）でございます。

内容は、指定管理者となる団体は株式会社ＴＫＳＳで、指定期間は令和３年４月１日から令和

６年３月３１日までであります。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた
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しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第９５号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町営西伯カントリーパ

ーク）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第９６号

○議長（景山 浩君） 日程第８、議案第９６号、公の施設の指定管理者の指定について（南部

町東長田山村広場、南部町東長田山村交流施設ふれあいセンター）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

９６号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町東長田山村広場、南部町東長田山村交流

施設ふれあいセンター）であります。

内容は、指定管理者となる団体は南さいはく地域振興協議会で、指定期間は令和３年４月１日

から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見でございますが、施設に光熱水費の支払いを協議会職員がしているため、二重の手間

がかかっている。施設の管理については町が一括して管理すべきという立場から反対だと。

賛成の意見でございますが、町直営管理をすれば利用者にとって鍵の使用、返却等二度手間に

なってしまう。利用者を優先に考えるならこのまま指定管理をすることがよいということでござ

います。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

－９－



まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第９６号の公の施設の指定管理について、これ山村広場です

けども、反対いたします。

反対理由は先ほど委員長が述べてくださったように、指定管理料の多くは保守、維持管理の委

託料とか、いわゆる管理者手当とか、通信の運搬費、保険料等なんですよ。これあとの２つの施

設にも言えることなんですけれども、結果として人件費が、例えば山村広場の場合は委託料５７

万に対して人件費が２２万５，０００円って上がっておりますが、本来であればこういうこと細

かにするのではなくて、一括管理してしたほうが効率的やというふうに思うわけなんですよ。そ

れで、この結果、この人件費や光熱費を誰が計算してるかというと、集落支援員である職員等が

行ってるわけですよね。

委員会の中では、集落支援員はこれだけの仕事しているわけではないとおっしゃるんですけど

も、本当に地域振興協議会が集落等、まちづくりやそこの拠点になっていくというのであれば、

このような管理を、細々とした計算ですよね、こういうことはやっぱり一括管理をして町がちゃ

んとしたほうが効率的やというふうに思います。

それで、委員会の中で出た鍵をもらいに行くことから考え、住民から見たらこっちにあるほう

が、振興協議会のほうが便利だというんですけども、それは直営であっても何らかの形でできる

と思いますので、そこは工夫次第やというふうに思います。

そういう意味でいえば、次の２つの点についても一緒なんですけども、やっぱり一括管理をし

てきちっと地域振興協議会には本来の仕事してもらおうじゃないかという立場から反対をいたし

ます。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１０番、板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。私は、この議案の第９６号の山村広場、東長

田の交流ふれあいセンターについては、賛成の立場で討論させていただきます。

委員会のときでもお話が、討論もさせてもらったんですけど、先ほど真壁議員のほうからあっ

たように、指定管理を受ければ電気代とか含めて全ての施設の管理をしていくということが指定

管理のものなんですけれど、先ほどあった集落支援員が本来の仕事ということですけれど、南さ

いはくにおいては今現在職員が８名おられて、そのうちの２人が集落支援員ということで、この

方々、集落支援員の方は地域の見守りや、そして課題の解決のほうに向けて、中心に仕事をして
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おられる。そして、そのほかの方は経理とか、そしてこの指定管理に関わるところを管理をした

り掃除をしたりというようなことも対応しておられるというような現状であります。

あわせて、町が一括管理をすればというような話も出ておりましたけれど、町の一括管理によ

って、最初、さっき委員長言われたように、利用者の方は、申込みは町に、町から鍵を持ってい

る協議会へというような二度手間、三度手間、利用する方もどこが、どこに行ったらいいのかと

いうことが非常に分かりにくい。やはり管理は一括をして１か所がやっていくというのが理想的

な考え方だというふうに思っております。

南さいはくはたくさんの指定管理を受けておりますが、協議会の本意は、地域の施設は地域で

守っていく、そして利用のしやすい受入れ態勢を構築していく、そういったことを基本理念とし

て対応しておられます。このまだ１個目ですけど、第９６号についてはこのまま指名指定でいく

べきということで賛成の討論といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第９６号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町東長田山村広場、南

部町東長田山村交流施設ふれあいセンター）を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第９ 議案第９７号

○議長（景山 浩君） 日程第９、議案第９７号、公の施設の指定管理者の指定について（青年

の家）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長の仲田でございます。議案第

９７号、公の施設の指定管理者の指定について（青年の家）であります。

内容は、指定管理者となる団体は南さいはく地域振興協議会で、指定期間は令和３年４月１日

から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見がございました。集落支援といいながら施設管理が主となっている。本当の集落支援

員の仕事がきちんとできるようにすることであり、直営にすべきだと。
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賛成の意見は、南さいはく地域振興協議会では施設管理のために集落支援員以外の人を雇用し

ており、集落支援員は施設管理に関わっていない。雇用のためにもこのまま続けていただきたい

ということでございます。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第９７号に反対します。この内容は、青年の家の指定管理で

す。反対の趣旨は、町が一括管理をしてもう直営にすべきだという点です。

先ほどから同じ内容が続いているんですけれども、指定管理制度というのはそもそも市町村が、

自治体が直営でするよりも財政的にもその運営にも効率的だということが判断された場合に、民

間の力を借りての指定管理制度というのがそもそもの出発点だと思うんですよ。私たち議会もそ

したらその点から、２つの点から検討せんといけんと思うんですね。

一つは、財政的にどうかといったら、今、青年の家の分が対象になっておりますので、例えば

令和３年は７３万８，０００円って書いてあるんですね、町が出すお金が７３万４，０００円で、

あと施設使用料と雑収入が４，０００円だっていうんですね。この７３万４，０００円の中身見

たら管理人件費が１８万ですよ。ちょっと言ってみれば、町が７３万４，０００円委託料出すと

いうこの仕事するのに人件費が１８万その中に入ってるということですよ。これ誰が考えたって

効率的ではないわけですよね。それよりも町が一括管理、施設管理をして、課でも設けてするほ

うが、公の施設や公共施設どうあるべきかということがはるかに計画として出しやすいというふ

うに私は思っているわけですよ。

まず、財政的に、雇用の問題別問題で、この金額を見た段階でいえば、何ら町が指定管理をす

る財政的なメリットはないということなんですよ。恐らく言いたいというかしたのは、そうでは

なくて、青年の家はそういうところ使って、振興協議会が新たなまちおこしに使ってほしいとい

うこの中身だと思うんですよ。そしたらその中身に重点的に置くのであって、せっかく全額公費

で集落支援員が来ているのであれば、集落支援員の立場を生かして地域での活動してもらったら

いいというふうに思っているわけですよ。

それで、雇用がなくなるというので、雇用なんかなくなりませんよね。誰かしないといけない

んですから、町が直営で雇用をいろんな形態でやればいいわけです。今に、住民から見たって、
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直営施設の管理で不便で困ったというのはあんまり聞いたことないんですけど。えんがーのを借

りたときも、ちゃんと町に連絡したらできることですからね。

私、何でも反対って言ってるんではなくて、指定管理制度そのものにはいろいろ問題あると思

っていますが、今回は今までやったところ取り上げたっていけんだろうというのもあって反対し

ませんけれども、この３つについてはやはりちょっと考えないといけんのじゃないかなというふ

うに思ってるわけですよ。

よく読んでましても、地域振興協議会でとにかく絶対管理したいというので雇用、今雇ってる

人のためだけですよね。本来もっときちっと活動できるようにするために私は町が責任あると思

ってますんで、これはこういうふうな管理を細々と出すよりも一括管理して効率的に行えという

のが趣旨です。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１０番、板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。私は、この青年の家の指定管理、賛成の立場

で討論させてもらいます。

町とすればそれぞれの施設をそれぞれに出していくのは、これはこの議案でやっていかなくち

ゃいけない。当然のことなんです。それを細々するのは、町としては当たり前。それを南さいは

くが一括をして受けている。これで全ては丸く収まるのではないかなというふうに思いますし、

それから指定管理料７３万４，０００円のうちの管理費が１８万４，０００円。１年間の金額で

すよ。１８万４，０００円の人件費、これが高いとは私は全く思わないし、協議会としては本当

に安い金額で自分たちの施設を守っていこう。そして使用料が４，０００円となってます。これ

は地元の方が使うから、このときには使用料は無料ですよ、町の施設ですからと。それ以外に目

的外で使われたときのことが４，０００円の分です。それだけ地元の方はその青年の家を自分た

ちの拠点であるということで利用をしていただいてる。それを、全体を見ている南さいはくが受

けることが、何が反対なのか私にはよく分かりません。

考えるべきこと。これはお願いですけれど、農山村広場も、それから青年の家も非常に耐用年

数を過ぎている、老朽化している、また、施設も危険性もある、そういったところを町とすれば

十分にこれから検討していただきたいということもお願いして、賛成の立場の討論とさせていた

だきます。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第９７号、公の施設の指定管理者の指定について（青年の家）を採決いたしま

－１３－



す。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１０ 議案第９８号

○議長（景山 浩君） 日程第１０、議案第９８号、公の施設の指定管理者の指定について（上

長田会館）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

９８号、公の施設の指定管理者の指定について（上長田会館）であります。

内容は、指定管理者となる団体は南さいはく地域振興協議会で、指定期間は令和３年４月１日

から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対の意見がございました。施設管理をすることが協議会の仕事になっていると。施設管理を

する職員は町が直接雇用すべきだ。

賛成の意見は、施設を使用されている方はほとんどが地元の方々で、利用者との交流を考える

と地元で管理していただくのが理想である。公の施設の管理については、町職員のみならず広く

町民の皆さんに関わっていただきたい。そういう意味では代表される指定管理者なので賛成した

いということでございます。以上です。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第９８号、上長田会館の指定管理です。同じ理由です。何回

も言っておりますけども、南さいはく振興協議会にするのがいけんと言うてん違うんです。ここ

に指定管理制度を適用するのはやめさせたほうがいいと言っています。

理由は何回も言ってるように、そうはいっても財政効率という立場から考えた場合、執行する
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予算が七十何万で人件費２３万というのは、これはちょっと町の在り方としてあり得ないという

のが一つと、もう一つは、だから安けりゃ、どこが高いのかといって、結果として地元は高くな

ってないんですよ。全体から見たら南部町というのは公共施設が多過ぎて、今からどうしていく

かって考えていくわけですよね。遅いぐらいです。

板井議員がおっしゃるように青年の家って古いんだけれども、それがなかなか手についていな

いというの、一つは指定管理を出してて、その管理そのものを町がしっかりと責任持って、私は

指定管理したがゆえにそういう後回しになってる例があるなというふうに思っているわけなんで

すよ。その施設に責任を持つという立場からもきちっと一括管理して、この際やっぱり絶対せん

といけんと思いますよ。国も言ってきてますからね。そういう私は、課のどっかにそういう分つ

くって、どうあるべきかということを検討していかんといけんという時期にもう来ておりますか

ら特に余計言ってるんで、このときにもう指定管理を出すのはよくないんじゃないかということ

を言っています。

それと同時に、直営になって全部正規職員でやれなんて言っておりません。やりたかったら直

営に、町が管理して、こういう光熱水費とか人件費の計算とか役場でやっておいて、あとはどっ

かに清掃とか出すということいっぱいあり得るんですから、それを南さいはく振興協議会に出す

ということあり得ると思うし、雇用がなくなるということでは全然関係ないと思っております。

言っておりますのは、こういうところについての指定管理制度については見直すべきだという

立場から反対をしているということですので、くれぐれも南さいはくがけしからんとかそういう

ことではありませんので、御注意して賛成討論を構成してください。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） １番、 田です。不１１なところもあって指定管理とかそういう

ところの深いところまではちょっと私は分からないので、利用者としてのちょっと立場で、賛成

の立場で討論させていただきたいと思います。

私も施設を利用したことがあるんですが、やはり地元の方というか、その振興協議会とか顔見

知りのところに行ったほうがすごく気が楽だというのは多分に思ったことがあります。やはり地

元の施設ですので、使われるのは大半が地元の住民の方だとは思います。そこで、今までの経緯

もあり、人との交流というのもありますので、やはり私は地元の施設は地元の振興協議会さんが

管理運営して、これからもっと利用していかれるのを願い、賛成の討論といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。
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これより、議案第９８号、公の施設の指定管理者の指定について（上長田会館）を採決いたし

ます。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１１ 議案第９９号

○議長（景山 浩君） 日程第１１、議案第９９号、公の施設の指定管理者の指定について（南

部町賀野地域交流拠点施設）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長の仲田でございます。議案第

９９号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町賀野地域交流拠点施設）であります。

内容は、指定管理者となる団体はあいみ富有の里地域振興協議会で、指定期間は令和３年４月

１日から令和５年３月３１日までであります。

表決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対の意見がございましたので申し上げます。新たに指定管理となる物件だが、町が直接管理

していた物件なのでそのまま続けるべきだと考える。施設管理者制度の導入は、民間活用により

効率的、経済的、財政的効果が求められるが、南部町の指定管理はそのようになっていない。町

が責任を持って管理し、使いやすくする工夫をする。その検討を待ってからでもよいので、あえ

て今この施設を指定管理する必要はない。

賛成の御意見でございますが、隣のえぷろんも指定管理施設だが、利用者の声として、フレン

ドリーに相談しやすくなった、細かい管理をしてくれるようになったという声も聞かれているの

で、決して悪いものではない。会長の任期とか、また一足飛びに３年契約ということを懸念され

て今回は２年契約と聞いている。地元の方の管理が現実的だと思うので賛成する。以上でござい

ます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
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２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。議案第９９号、公の施設の指定管理者の指定

について（南部町賀野地域交流拠点施設）、反対の立場から意見を述べさせていただきます。

この賀野交流拠点ですけれども、要するにこれはえんがーののことです。もともとこれは現在

も町が直営で管理しているんで、来年の４月からこれ指定管理ということになるわけですけれど

も、これは町がこのまま指定管理を続けるべき物件である、そういうふうに考えます。

それと、もう一点。これ以前から富有の里の関係者の方から、この指定管理の物件に当たって

は引き受けたくない、メリットはない、余分なものを引き受けるだけだというふうに、そういっ

た意見を聞いております。今回、町のほうがこの物件を指定管理に出すというよりも、これは押

しつけるに当たるんじゃないかと思います。そういった意見から反対の討論とさせていただきま

す。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 賛成の立場で討論させていただきます。

まず最初に、指定管理について私の基本的な考え方なんですけども、町の公の施設というのは

町民皆さんのものなので、管理については広く町民の皆さんに関わってほしいという考え方があ

ります。今、議案に上がっておりますのはえんがーのでございます。

まず、えんがーのの特徴ですけども、ここは地元農産物の活用と販売に力を入れながら地域の

活性化に寄与しているという特徴があります。ちょっと具体的に言いますと、パッチェリービー

さんが入っておられまして、そこでは地元、町内の農産物を活用したジェラート作っていただい

て、多くのお客さんに来ていただきます。そしてそのお客さんには地元野菜を買っていただくと

いう好循環が生まれております。さらには、地域の子供たちを中心に季節のイベント、ちまき作

りやイルミネーションなど様々なイベントが開催されておりますが、その中心的役割を担ってお

られるのが富有の里地域振興協議会であります。このえんがーのの施設と機能を持つ、様々な機

能をフルに引き出していただけるのは、やはりこの地元になじんだ振興協議会さんだと思ってお

ります。

私も先日、宮脇会長さんにちょっとお話を伺いましたけども、パッチェリービーさんや塾のほ

うとも連携しながら頑張りたいと思いますと。そして、地域の方、または利用者の方々が期待し

ていることが何よりもうれしいので、頑張りたいと思いますというお言葉をいただいております。

ぜひここはこの２年間、頑張っていただきたいと思います。以上です。
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○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第９９号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町賀野地域交流拠点施

設）を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第１２ 議案第１００号

○議長（景山 浩君） 日程第１２、議案第１００号、公の施設の指定管理者の指定について

（南部町農産物直売所）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１００号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町農産物直売所）であります。

内容は、指定管理者となる団体は緑水湖ふれあい市運営委員会で、指定期間は令和３年４月１

日から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１００号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町農産物直売所）を

採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１３ 議案第１０１号
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○議長（景山 浩君） 日程第１３、議案第１０１号、公の施設の指定管理者の指定について

（南部町地域農産物加工施設めぐみの里）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１０１号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町地域農産物加工施設めぐみの里）であ

ります。

内容は、指定管理者となる団体は公益社団法人青年海外協力協会で、指定期間は令和３年４月

１日から令和６年３月３１日までであります。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０１号、公の施設の指定管理者の指定について（南部町地域農産物加工施

設めぐみの里）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１４ 議案第１０２号

○議長（景山 浩君） 日程第１４、議案第１０２号、令和２年度南部町一般会計補正予算（第

８号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１０２号、令和２年度南部町一般会計補正予算（第８号）でございます。

内容は、事業の実績確定による償還金、１０月１８日執行の議会議員選挙による議員確定に伴
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う報酬減額、新型コロナウイルス感染拡大によりできなかった事業の減額、自立支援介護給付事

業の実績による増額、法勝寺中学校外壁改修事業、法勝寺電車ジオラマ制作事業費の増額等７，

８５７万９，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９１億７，７６９万６，０００

円とするものでございます。

表決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対の御意見がございました。持続化給付金について、他の自治体では国の制度に上乗せする

という形でつくられているが、南部町だけ制度が違っていて、制度設計の時点から考え方が間違

っている。持続化給付金は今の段階で国も南部町版も住民の実態に合っていない。対象者に網羅

ができていない対策だと思う。コロナ対策についての支援の仕方は焦点が合っておらず、抜本的

に変えるべきで、感染予防と住民の生活支援の立場に返るべきで反対だと。

賛成の意見でございますが、南部町版持続化給付金は５０％に影響しなかった人、国の制度外

の人をフォローするもので、より広い人に手当てしていくことです。また、減額した予算も他に

使っていくことなので賛成する。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。今回の補正予算、一般会計補正予算、反対の

立場から討論をさせていただきます。

委員会のほうでも言いましたけれども、今回１点だけ。特に問題視しているのは南部町版持続

化給付金制度についてです。これも委員会のときに言いましたけれども、ほかの自治体ではこう

いった組み方をしてるところは南部町ぐらいです。基本的にこれ考え方が間違ってるだろうとい

うふうに私言いました。

もう一点、これ委員会の中で言わなかった点がもう一点あります。今回１，５００万円を計上

されてたんですけれども、結局１，０００万円減らしてしまった。つまり、これは当初この１，

５００万円分の要請があるだろうって踏んでいたにもかかわらず、結局３分の１しか来なかった。

この考え方が、この計算の仕方、そもそも間違いだったんではないでしょうか。

以上の点から反対の意見とさせていただきます。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。
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３番、荊尾芳之君。

○議員（３番 荊尾 芳之君） ３番、荊尾芳之です。議案第１０２号、令和２年度南部町一般会

計補正予算（第８号）、賛成する立場で討論を行います。

先ほど反対理由で、南部町版持続化給付金、予算額１，５００万を１，０００万円を減額する

のはいけないというふうに言われましたけれども、上乗せの部分ということと、やはり制度に対

象とならない人をフォローしていくという考え方は全く違うことであって、考え方が間違ってる

ということじゃないと思います。国の持続化給付金は前年度比で５０％減の事業者を対象としま

したが、町はこのたび３０％から５０％未満の方を対象とした場合は２０万円、１５パーから３

０％の減額の場合は１０万円という予算を組みました。町の独自政策として、さっきも言いまし

たが、国の５０％に該当しない人を救っていこうという考えでございます。

同様に、特別給付金、１人１０万円が支給になりました。この対象者は今年の令和２年の４月

の２７日までに生まれている人を対象とした、これは国の制度です。しかし、私、一般質問でも

行いましたが、それ以降にやはり、４月の２８日に生まれた人には１０万円はないのかというこ

とはちょっと不都合ではないか。やっぱり国の制度として期限を決められますが、やっぱり町の

施策としてやっていくべきではないかというふうに町長に言いましたが、結果的に今年度に生ま

れた子供さんには１人１０万円を支給すると。町の独自の施策として今、実施されているところ

です。何が言いたいかというと、子供の数は、例年ですので今年生まれる子供さんの数は４０人

から５０人、６０人というふうに予想がつきます。

しかし、この持続化給付金の対象となる事業者はなかなか予想ができにくいといいますか、２

０万と１０万で、３０万で１，５００万ですけん、５０、５０の１００社ぐらいを町としては見

込んだのではないかと思いますけども、国の５０％減の請求する事業者のほうが多くて、結果的

に町のこの南部町版持続化給付金の対象者というのは少なかったということでございます。決し

て制度が間違っていたのではないというふうに考えております。

そして、この１，０００万減額としますが、これは決して国のほうに返していくということで

はなくて、繰越しして次の事業の財源に使っていくということでございますので、町も、町の担

当課も、本当このコロナという突然降って湧いた災いに一生懸命短時間の中でこういう事業を組

んでいきましたので、決して反対理由ではないということを申し上げまして私の賛成意見としま

す。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。
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○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。私もこの補正予算なんですけど

も反対なんです。１点は先ほど加藤議員が反対、それから荊尾議員が賛成討論されました。私も

このことについて反対の理由であります。

一つは、一般質問でも同僚議員がした中で、町長いわくコロナが影響なのかどうかのというこ

とに大変こだわっておられました。これも提案の理由の中で、新型コロナウイルスの影響で、感

染でそういうことが載ってるわけなんです。私は、それを影響があったのかなかったのか、これ

判断する尺度はありません。特に今の状況見ますと、コロナの感染がどんどん広がってる中、町

内はそうでもないですが、しかし、そういう中で全般的に事業者の営業は大変な状況であります。

そういうことから、事業者がこの町から、とても経営がうまくいかないんで、このせいで店をや

めるとか、あるいは事業をやめるというようなことがあったら大変な、町民にとっては大きな影

響です。そういう中から本当に町民の立場に立ってやるんだという行政の、町のトップの姿勢が

十分反映できたのかどうなのか。

私は、これは農家の人にも聞いたんですけども、そういうことは知らんかったということ。広

報がしたという具合に載ってるんですけど、しかし、その手続がペーパーで申請ではなくて、全

てパソコンなんですね。高齢の事業者の人はなかなかそれが操作ができないという状況です。そ

ういうことであれば町が本当に広報して、困っておられる方はどうぞ相談してくださいという立

場に立つべきだということを指摘して反対するものであります。

○議長（景山 浩君） 次に、賛成者の発言を許します。

６番、長束博信君。

○議員（６番 長束 博信君） ６番、長束です。議案第１０２号、令和２年度南部町一般会計補

正予算（第８号）についてですが、賛成の立場で申し上げたいと思います。

このたびの補正は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして、当初計画した様々な行

事、事業が中止や内容縮小、変更などで予算の減額等、これは致し方ないかなというふうに私は

思うところでございます。収入の町税の落ち込み、減額についても新型コロナの影響が出ておっ

て残念でありますけれども、致し方のないところかなというふうに考えております。

一方、今、必要な予算として、委員長報告にもございましたが、不足が生じた障がい者への自

立支援介護給付、これの増額、それからふるさと寄付金事業返礼品への増額、新たな子どもの居

場所づくり推進モデル事業の取組、法勝寺中学校、これも御報告ありましたが、外壁の剥落改修

工事は安全上、緊急を要するもの、こういうようなものとなっておりまして、どれも必要なもの

であるというふうに考えます。
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反対御意見にございました南部町版持続化給付金についてでございますけれど、荊尾議員も言

われましたように国の５０％以上の影響が出た事業者への持続化給付は、町内事業者も申請すれ

ば当然給付金を支給されますけれども、５０％に満たないそれ以下の方であれば何も救済措置が

ない。こういうことから、南部町の議会でも指摘して、緊急性の高い補正予算として組んだもの

でございます。この時点での対応は評価すべきものであったというふうに考えております。

実績として、先ほどもありましたが、申請件数が少なかったわけですけれど、この制度で十分

な予算を組んであり、よかったんではないかなというふうに思います。この制度がなければとて

も残念な結果につながったんではないかなというふうに思います。残額は若干多くございますが、

先ほどもありましたように国に返還するわけでございません。繰り越して別の事業、こういうも

のに使用可能、こういうことから有効に生かせる、こういうふうに考えます。

以上のことから、議案第１０２号の令和２年度南部町一般会計補正予算（第８号）について、

私は賛成するものでございます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 議案第１０２号の今回の補正予算（第８号）に反対します。

今回の補正予算は、追加７，８５７万９，０００円、お金がどこから来るのかなと思ったら、

繰越金を５，０００万ぐらい入れてやってきています。中身について言えば、先ほど長束議員が

おっしゃったように一番大きいところでは障がい者の自立支援が４，２００万、法勝寺中学校の

改修が約２，２００万、次に大きいのが償還金の１，４００万と、それぞれ町の行政動かしてい

くのに補正予算で組まれてる内容というのはこういう使われ方していくんだろうということで私

は肯定的に見てるところです。

今回、なぜ私たちが反対をして意見を言ってるかというと、やっぱり一番大きなところは亀尾

議員も言ったんですけども、町が今回、コロナ対策をどう見ているのかという点でやはり意見を

言っておかなければいけないだろうという判断したということです。

説明の中でも、５億何がしの交付金が入ってきたわけですよね。この今回の令和２年度という

のはほとんどもう当初から、３月議会の頃から、もう予算立てる前からコロナ問題が出ていまし

たから、コロナの年、明け暮れたという年だと思いませんか。臨時議会もほぼコロナですよね。

こんなにコロナの対策が、第一次、第二次と補正予算が組まれ、次、第三次も言われていますけ

ど、そのときに国がどんなふうに捉えてて、町がこのコロナ対策で来る交付金ってどういう性格

のものなのかということを、やはりその捉え方によって各自治体の取組は違うんだなということ
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痛感させられたというふうに私は思っています。

どういうふうに影響見るかっていったら、残念ながらうちの町ではコロナの影響まだないので

は、そんなに言って大きな影響力がないのではないかということをもしかしたら町全体も議員た

ちも含めて、私も含めて思ってるのではないかというふうにずっと感じていました。ところが、

動いてみたらそうでもなかったというのが私の実感なんですよ。

補正予算でもどんなふうになるんだろうと思ってたら、やっぱり一番関心持ったのは法人税の

減額ですよね、３分の１が減ってきた。恐らく課長の話では来年度もっとひどくなるのではない

か。もうそういう予測したことが今回新聞でも書かれてるわけですよ。景気はよくなるどころか、

もう続くだろうと。言ってみれば、一次、二次も巨額のお金が出るというのは、政府自体が、今

の日本経済がコロナで半ば壊されてきているというふうに見ているほうが正確ではないかと思う

んですね。そういう中でコロナのお金が出たときに、感染予防と命を暮らすためにどういうふう

に使っていくのかということがどこの議会でも全国で町長発してやられてるところではないかと

いうふうに思うんですよ。

今回、出てきたのが、今持続化給付金が、１，５００万が１，０００万減らされたと。なるほ

ど、おっしゃるように国の制度に乗らなかった分をするというのは、これは大賛成ですね、私た

ちも。本来国が救済すればええのにしたと。１５％から５０％未満のところを見たんだとこう言

うんですけども、やっぱり中身を見る限りでは、持続化給付金つくった制度はいいと思うんです

けども、これが予算のときに３分の２を減額してくるというとき、実態これが本当に間に合って

るのかって見た場合、例えば商工会の資料では２５０件ぐらいに案内出したけれども、全体から

見たら６１件相談があって、６１件の方々が本当に受けたかどうか分からないという現状なんで

すよ。

それで、そしたら、でもそれにもかかわらず説明は、国のほうにたくさん回ったのでこっちに

は来なかったというんですけど、そしたら町内の持続化給付金何件受けたのって１２件って言っ

てましたよね。１００件にも行ってないんですよ。これが本当に持続化給付金を国の制度も町の

制度も使って、必要なとこのお金が行ったことになるんだろうか。もしかしたら中身が、大半の

方がうちはコロナのせいじゃないけんもらわんでええわと思ってる方が大きいと思うんですよ。

それをどう見るかですよね。

今日の新聞には、鳥取市長が、農業版の持続化給付金が、議員に説明求められて言ってること

は、前農水大臣のおっしゃるとおりで、これを知らないままに農家の方がもらえなくなったら大

変なので、農協と相談して市も動くということ言ってるんですよ。私が思うのは、やはり町が、
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このコロナ対策のお金が、国がどういう立場で使えって言ってきてるのか、実態をどう把握する

のかというところで、その２つが欠けているんではないかというふうに思いました。

企画のほうも頑張ってお得に泊まろうとかキャッシュレスとかやったんですけども、計画立て

たもののお金はなかなか動かないんですよね。無理ないと思うんですよ。ＧｏＴｏキャンペーン

乗ったっていいますけど、ＧｏＴｏキャンペーン本体は感染が収まってからするという予定を動

かしたんですから、こんなのが道理に合うわけもなく、使う方がたくさんいるということになら

んですよ。もう全国どこでも同じようだと思いますよ。そういうところを見ないで、やはり町と

すればこういうふうに来たお金を町の現状見てどんなふうに使うかということをせんといけんの

ではないかと思うんですよ。

しつこく言って申し訳ないですが、例えば大山町は農作業省力化支援交付金というのを、この

交付金使って、町長がそれがコロナと関係あるんかとおっしゃってましたけども、草刈り機に支

援を出したところ、今回追加補正するというんですよ。どんな仕組みって聞いたら、とにかく今

草刈りが一番大変だ、農業者がって言うんですね。大山町はそれをコロナ対策で持っていくって

してるんですよ。うちの町はそれがコロナかいなっていってそういうの取り組まないんですよ。

そこの違いですよね。おっしゃってるには、今、農家が一番困ってるの草刈りだといってしたと

ころ、半額助成したらたくさん応募があって、打切りではなくて追加補正出すというんですよ。

これに飛びついた日吉津村の農業委員会の会長が、そんなええことしてるんだったらうちもやり

たいわといって村に働きかけたところ、日吉津はこれはコロナ対策ではないので一般財源からっ

ていうんですけど、どこもコロナ対策のこのお金どう使うかというところでどう見るか、住民の

暮らしや経営どう見るかというところが問われてきてると思います。

そういう点では、今回お金も残すというんですけれども、今後のコロナ対策を、住民の暮らし

を、経営守る立場からと、コロナ対策というのは、今、政府が言ってるのは、なべての方々がコ

ロナの影響受けてるという立場でこの交付金使ってるということを頭に置いて今度組んでいただ

きたい、このことを指摘しまして反対といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、賛成者の発言を許します。

８番、三鴨義文君。

○議員（８番 三鴨 義文君） ８番、三鴨です。だらだらと反対意見を述べられましたけれども、

先ほど来、荊尾議員や長束議員が言われたとおりでして、特に持続化交付金については二次補正、

国の補正が来た段階からどういう事業申請をしていくのかということをいろいろな方面に、飲食

業の人、観光の人、いろんなところに振り分けて申請をしようとした金より大きな申請がされた

－２５－



と思います。いろんなことを考えられたと思います。その中で十分に効果が発揮できなかった事

業もあったと思いますけれども、これは幅広く皆さんに支援していこうという考え方の下であっ

ただろうと思っています。申請についても、どなたがどれだけ申請されるのか、５０％以上がど

れぐらいで、以下がどれぐらいでという予測が大変困難なことだと思っていますし、今回の１，

０００万の減額補正は掌握がしにくかった結果だというふうに思っていますし、基本はやっぱり

５０％未満の方にぜひというところが組まれた予算額だと思っています。

また、申請についても、企画政策課ですか、持続化交付金はね。十分にこの申請の手伝いはさ

れていますし、パソコンができない方でも、困難な方でも御指導しておられたということも聞い

ておりますので、知らん顔しとったということではなくて、役場の職員はじめそういう姿勢は買

っていくべきだというふうに思っています。

真壁さんが言われた反対討論の中に逐一逆の論を申し上げませんけれども、やっぱりそういう

広い方にコロナ対策をしてきた町の姿勢というのは、私は十分に考えていくべきだと思いますし、

余ったというか減額になった金額も、またさらなる使い方を考えていただきまして、有効に使っ

ていただくことを期待いたしまして、この補正予算については賛成したいと思っております。以

上です。

○議長（景山 浩君） 次に、賛成者ですね。

１１番、細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 今回の補正予算、各議員さんが言われたとおりでございまして、

中身も大事な、長束議員等が詳しく言われました。そのとおりです。

また、一番問題になったのは、持続化給付金の１，０００万の減額の問題でして、実態が、結

果がそうですけども、これが継続できるということになれば、南部町でこの影響が、今、法人税

が減額になったらそれなりの、やっぱ勤めておられる方が、影響があろうと思います。南部町で

もその一番大事な第一次産業が、そういうのがまだ見えてないかもしれませんけど、影響があろ

うと思います。そんなのに次はこの１，０００万がまだ使えるって聞く。私、その委員会ちょっ

とある事情で欠席しておりましたけども、継続できるということをお聞きしました。ならば、こ

れはあとは町長の政策、また企画監の企画の政策でして、この第一次産業、南部町で一番大事な

第一次産業にこれらを活用できることをぜひとも期待いたし、ぜひともしていただきたいことを、

こういう財源がありますので、それでもこの補正でそういう財源ができましたので、今度の予算

の通常、当初予算でもいいし、臨時議会でもいいんですので出していただくことを期待いたしま

して、これは賛成いたします。
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○議長（景山 浩君） ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第１０２号、令和２年度南部町一般会計補正予算（第８号）を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩を入れたいと思います。再開は１０時２５分といたします。

午前１０時０７分休憩

午前１０時２５分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第１５ 議案第１０３号

○議長（景山 浩君） 日程第１５、議案第１０３号、令和２年度南部町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１０３号、令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）であります。

内容は、平成３０年度税制改正に伴う国民健康保険システムの改修費の増額、運営協議会の開

催回数の増による報酬の増額で１６万６，０００円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３

億２，１４０万３，０００円とするものであります。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０３号、令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
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を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１６ 議案第１０４号

○議長（景山 浩君） 日程第１６、議案第１０４号、令和２年度南部町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１０４号、令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）であります。

内容は、平成３０年度税制改正に伴う後期高齢者医療システムの改修費の増額６２万７，００

０円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４，８９２万７，０００円とするものであり

ます。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０４号、令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１７ 議案第１０５号
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○議長（景山 浩君） 日程第１７、議案第１０５号、令和２年度南部町病院事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

予算決算常任委員長から報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１０５号、令和２年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）であります。

内容は、ＣＴのリース契約切替えに伴う経費、電子カルテ更新に伴う繰越し、特別減収対策事

業債の活用、オンライン資格確認の導入に伴う経費、新型コロナウイルス感染症対策予備費の活

用等でございます。収益的収入及び支出で２，０００万円を増額し、２５億２，５２４万７，０

００円。資本的収入及び支出では１億５，５８８万８，０００円減額し、２億２，３６５万４，

０００円とするものでございます。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本案につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０５号、令和２年度南部町病院事業会計補正予算（第４号）を採決いたし

ます。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１８ 議案第１０６号

○議長（景山 浩君） 日程第１８、議案第１０６号、鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更

に関する協議についてを議題といたします。

予算決算常任委員長の報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第
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１０６号、鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関する協議についてであります。

内容は、不燃物処理施設の設置及び管理運営については、境港市を除く市町村の共同処理事務

としていましたが、境港市を含む全ての構成市町村が広域処理に参画することになったため、組

合規約の改正を行うものでございます。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

予算決算常任委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０６号、鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関する協議についてを

採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１９ 議案第１０７号

○議長（景山 浩君） 日程第１９、議案第１０７号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関

する協議についてを議題といたします。

予算決算常任委員長の報告を求めます。

予算決算常任委員長、仲田司朗君。

○予算決算常任委員会委員長（仲田 司朗君） 予算決算常任委員長、仲田でございます。議案第

１０７号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてであります。

内容は、非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務と消防団員に対する賞じゅつ金の支給

事務を鳥取県町村総合事務組合が行うための規約改正でございます。

表決の結果、全員一致で可決すべきと決しました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 本件につきましては、全議員で構成する予算決算常任委員会に付託いた

しましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

予算決算常任委員長の報告に賛成のほか討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０７号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてを採決

いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２０ 陳情第８号

○議長（景山 浩君） 日程第２０、陳情第８号、全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイ

ルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出につい

ての陳情を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長、滝山でございます。陳情第

８号、全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に

取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての陳情でございます。

総務経済常任委員会をもって審査の結果、賛成少数で不採択と決しました。

賛成、反対の御意見がありましたので、まず最初に否の理由でございますが、日米地位協定の

抜本的見直しに関する意見書については、平成３１年３月議会において議決、既に提出しており、

そこからあまり期間が経過していない。また、新型コロナウイルスを踏まえた意見書については、

関係知事が既に提出しているため、様子を見るべきである。

可の理由といたしましては、アメリカ軍人・軍属が自由に出入国する状況、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により練習空域が変わっている状況などを勘案すると、提言として取り上げ

るべき。新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的見直しに関する意見書として上げ

るべきであるという意見でございました。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 陳情第８号の件について、総務常任委員長に２点について質問い
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たします。

各議員の元に陳情の用紙が配られてきたときに、ホッチキスで陳情に当たって意見陳述の場設

定についての要望書というのも一緒に上がっておりました。陳情者の沖縄と連帯するとっとりの

会の方々ですか、この方々が関係機関に意見書提出を陳情してくれって言ってるんですけれども、

陳情者の意見を述べさせていただく場をつくってほしいというふうに同日付で要望されていたん

ですけれども、委員会ではこれをどんなふうに審査されて、結果としてこの陳述の場所がなかっ

たわけですよね。どうしたのかと。以前には陳述者も来られて、私も１１したいと思って傍聴に

行かせてもらいましたが、これはこんなふうに来てるのどうなっているのかということですね。

なぜそういうこと聞くかといいますと、私たちはこれまでも議会改革を、特別委員会なども立

ち上げて議会が幅広く住民の声を聴いたりとか、議会の活性化に努めようと努力してきていたと

ころです。今回の１０月に行われた私たちの選挙では無投票となって、町民からももっと選挙せ

んといけなかったのではないかというようなこともあって、恐らくほかの議員の方々も襟を正し

てやらんといけんなと思ったと思うんですよ。そのときに意見陳述をしたいと、議会に出向きた

いと言ってることを閉ざす必要はあるんかということですよね。その意味を聞きたいのが一つで

す。

もう一つは、先ほどもお話聞いてたら、否決した理由は、平成３１年の３月議会で一回上げて

いるので、時間もたっていないから上げんでもいいんじゃないかってなったということは、この

趣旨に反対ではないということなんですか。そこをちょっとはっきりさせてくれませんか。そう

いう意見でしたというのであれば、仮に中身分かったけれども、３１年に上げてんから、間はな

いからほな上げんとこうといって趣旨採択しても、国に言うのはやめませんかって話合いをした

のかなというんだったら分かるけれども、そのことが否決になるという理由が分からんのですよ。

まして、今までの議会の中見てましても、任期はそれぞれ４年ですから４年に１回の新しい議会

の議員が構成されるわけです。そのときに国の主要な問題について新しい議会にそれが聞きたい

ということでこういうふうに住民の方々から陳情もあったわけで、それをそれなりに真摯に応え

てきていたのではないかと思うんですけれども、それが理由というのはちょっと解せないんです

けれども、それについてはどんなふうに話し合われたのでしょうか。以上、２点です。

○議長（景山 浩君） 総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長です。質問にお答えいたしま

す。

第１点目でございますが、陳情者からの陳述についてでございます。審査に入りました冒頭に、
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私のほうから皆様に陳情者からの陳述はいかがしましょうかとお伺いを立てております、必要で

しょうかと。２度目も聞いておりますが、皆さんから何の、必要であるというような返事がござ

いませんでしたので、審査に入らせていただきました。

２点目でございますが、趣旨採択のことを少し言われましたけども、２点目の分につきまして

は私がちょっと情報提供をいたしまして、全国知事会の提言ではないんですけども、渉外担当み

たいな知事会がございまして、それらがそのコロナに関する提言書を提出しておるということを

申しております。渉外関係主要都道府県知事連絡協議会ですね。コロナ関係の提言をしていると

いうことで情報提供しております。そのこともあったと思いますけども、あまりにも短いのでは

ないかというのが大きな意見だったというふうに思います。以上です。

○議長（景山 浩君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 先ほどの意見陳述者からの陳述はいかがしましょうかって聞いた

けれども、必要かどうかという点では、委員会の中では必要だという意見が出なかったからしな

かったということでしょうか。そのことについて言えば、後から討論で状況の説明も出てくると

思うんですけれども、捉え方がちょっと違うのではないかなと思うんです。例えば意見陳述とか

するときには、きちっと意見陳述どうしますかということで、それぞれの委員にしっかりと意見

を聞いてやってほしかったなと思うんですけれども、認識とすれば全会、全員一致で必要でない

というふうに認めたというふうに委員長が思っておられるのかということです。

それと、もう一つの期限を延ばすという、期限が短いからいいのではないかということを、い

わゆる渉外知事会ですね、県の全国知事会の渉外知事会のほうがコロナの提起をしているという

ことですよね。なるほど、コロナ提起しているんですよね。少なくとも検疫については国内のル

ールを守ってくれというようなことを言ってるわけで、そういうこと言ってるからいいじゃない

かということで、委員会の多数としてはその渉外知事会の態度は是認しているということですよ

ね。そういうふうに取ったら何ら反対することに結びつかへんと思うんですけども、どんな討論

になったんでしょうか。以上です。

○議長（景山 浩君） 総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長、滝山です。１点目の陳述の

件ですけども、お聞きして委員の皆さんから何の反応もなかったということでございますので、

そのまま審査のほうに入らせていただきました。その中でも待てということはございませんでし

たので、申し訳ございませんけども審査に入ったということでございます。

２点目は、先ほど申し上げたとおりでございまして、そんなにどんどん次々と出すべきではな
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かろうかというような意見も出ております。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はございませんか。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） 今回、陳情第８号、全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイ

ルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出につい

ての陳情、これは採択するべきだったという立場からの意見を述べさせていただきます。

前回、全会一致で全国知事会も決めている日米地位協定を見直すという部分と、今回新たに出

されてきている新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組む、これはそ

もそも根本的に物が違ってます。その理由は一体何なのか、それはコロナ禍が原因に入っている

からです。

特に一番問題になってるのは、委員会でも述べましたけれども、米軍関係の人間が国内を移動

しても日本政府は把握することができないというのが、それが一番大きな問題です。コロナに感

染しているか分からない、そういった米軍関係者が日本国内を自由に移動している。これが大き

な問題で、あと米軍関係者が米軍基地の外で夜中パーティーをやっていた、マスクもつけないで、

こういった報道もあります。一部報道では、沖縄県において今回新型コロナウイルス感染者が拡

大した理由の１点はこれが原因ではないか、こういうふうに述べられておられます。

また、今回、全国知事会がこれを通したわけではないという部分ですけれども、当然ながらこ

れ緊急性が要したので、全国知事会ではなく関係知事の方だけで今回この提言を行っています。

それと、もう一点、今回委員会の中で、私、一番最初に意見を述べさせていただいたんですけ

れども、これ委員長のほうから意見陳述の要望が来ているけれどもということで、私、意見述べ

させてもらったんですが、私、意見の頭にこの陳情の要望を、要望に対する意見であるとも、そ

れから終わった後にもこの陳情に関する要望を言ったつもりというふうな発言もしなかったもの

ですから、私の一番最初の意見はこの陳情に対する採択か不採択か、採択のほうの立場で述べた

ものだろうというふうにどうも委員長、勘違いされたみたいで、これ私が、言い方が悪かった部

分があるんですけれども、今回のこの陳情第８号の分ですけれども、最終的に採択、不採択にか

かわらず、もう一度陳情の場をどこかの機会で持っていただきたい、こういうふうに思っており

ます。以上です。
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○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） 日米地位協定という大変大きなテーマでございます。

今回、コロナ禍のって書いてありますけども、本質は日米地位協定を抜本的に見直してほしい

ということなんだろうと思います。全国知事会が２０１８年の７月に地位協定の抜本的見直しを

提言をしているということが書いてありますけども、結論から言うと抜本的な見直しというのは

今の状態では不可能だと思います。その上で、日米地位協定というものを私の私見も入れてもろ

手を挙げて歓迎しているものでもまたないわけです。そういうふうに取っていただきながら討論

をしていきたいと思います。

まず、基地の周辺に住んでおられる方の不平不満、これはどこが受けるかというと日米合同委

員会というものなんですね。月に２回、年間２０回ぐらい開催されていますが、沖縄の北部訓練

場が返還されたのも、また、飛行ルートとか騒音とか、そういったものもこの合同委員会に係っ

てくるわけです。あと、地位協定がほかの地位協定と比べてどうなるだ、不平等なんじゃないか

という部分もよく言われるとこなんですが、日本とジプチ政府というのが日本・ジプチ地位協定

というのを結んでます。ソマリア沖の海賊対処をしているとこですね。そこの内容も基本的には

同じもので、例えば自衛隊員が公務中事故を起こしたら、これはジプチの法律ではなくて日本の

法律で裁かれます。しかし、抜本的な見直しということにはちょっとならないと思います。この

意見書にあるように、６０年間一度も改正されず、今日に至っていると指摘されていますが、な

ぜそうなのかを皆さんと一緒に考えてみたいと思いますよ。

よく同じ敗戦国のドイツと比べられますが、ドイツとアメリカはＮＡＴＯという対等の軍事同

盟を結び、助け合うことを約束しております。アメリカの軍用機が勝手にドイツの空を飛んだり

することはできません。全てドイツの許可を取らなきゃいけません。許可制になっているんです。

では、我が国とアメリカの関係はどうでしょうか。６０年前改正された新日米安保の第５条、

短いのでちょっと読んでみますけど、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、い

ずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国

の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」これ

はアメリカが困ったら日本は助けに行きますよということは書いてありません。日本の施政にお

ける範囲において、日本が困ったときにはアメリカは助けに来なければいけないという対等の条

約内容では実はないんですね。

そして、第６条に、そのために、ちょっと省略しますが、重要なとこだけ言いますよ。「合衆
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国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」つ

まり、守ってあげるけども自由に使わせてちょうだいねという内容なんです。分かりますでしょ

うかね。（「分かった」と呼ぶ者あり）

何でこういう内容になっているのかの前にもう一つ、ちょっといい機会ですので私見を述べさ

せていただきたい。私が自民党国防委員会の国会議員によく提言することなんですが、この間バ

イデン大統領が電話してきました。私の家にではないですよ。総理大臣のところに電話をしてき

て、尖閣諸島は先ほど言ったこの第５条の範疇に入るんだということを言ったんです。私は大き

な声で言うなと言ったわけです。なぜかというと、施政の範囲、尖閣諸島は入っていますが、竹

島は韓国の施政権でありますし、北方領土はロシアの施政権である。つまり、ここはアメリカは

知りませんよとはっきり言い切ったわけです。だからこんなもん喜んでる場合じゃないんだぞと

いうことを常日頃から国防委員会には言っているのでございます。

さあ、もう一度話を元に戻していきますよ。じゃあ、何でこんなことになってるかというと、

１９４６年、ＧＨＱに押しつけられたあの憲法の９条、これが原因にあります。９条というのは

……。ＧＨＱってお分かりですよね。軍人ですよね。軍人が１週間でつくって、こういう内容で

した。国権の発動たる侵略戦争はさせません。陸海空軍その他戦力も保持させません。それをそ

のまま出そうとしたときに、日本の政治家は、それは困るからやめてくれと言ったんですよ。せ

めてこの一文を入れさせてくれ。これではもう国体が維持できない、日本の未来はないんだと言

い切った。そして一文だけ入れさせてもらったんですよ。「前項の目的を達するため」という一

文を入れることができました。するとこうなります。侵略戦争するための陸海空軍は保持しませ

ん。その代わり自衛のための陸海空軍その他戦力は保持できるという解釈の余地が生まれます。

それによって生まれたのが今日の自衛隊であります。しかし、残念ながら自衛隊の自衛権の範囲

がいまだに議論されています。結局、アメリカというお母さんに守ってもらわなきゃいけないわ

けです。アメリカというお母さんが許可しないと、言い方が悪いですけどあめ玉一つ買うことは

できません。

もし今回の意見書が、憲法９条をばっさり切り落として、正規の国軍が我が国の領土、国民を

守ると明記するんなら、今回の地位協定、私も賛成しましたけど、しかし、どこ見てもそんなこ

とは書いてない。これが私の反対理由でございます。

○議長（景山 浩君） 次に、反対者の発言を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 日米地位協定の見直しをいきましょうという、私は平成３１年の
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３月議会に上げた南部町議会の姿勢を尊重する立場でこれを一緒に上げようじゃないかというこ

とです。

先ほど白川議員が、要は日米地位協定を見直すことはもう抜本的に今の日本で無理なんだって

おっしゃいましたよね。無理なんだと。それ唯一できるのは、国軍を、自衛隊じゃなくて国軍に

してと、こういうこと言っているんですね。そういうふうに言ってる自民党の議員もいらっしゃ

るけれども、私はどこの資料かなと、多分に世界……。ごめんなさい。かなりそういう意味で飛

躍した話だなというふうに思っております。

それと、唯一聞いとって一致するなと思ったのは、北方領土と竹島は日本の領土じゃないから

知らんよということに黙っとくのかということについては賛成なんですよ。（「そうだ」と呼ぶ

者あり）それは賛成です。これはもう日本でも、言ったら右翼と共産党が一緒なこと言ってるん

かというんですけども、本来日本の立場をしっかりと言って、領土問題については歴史的な立場

からはっきりさせるべきだということを自民党に言ってるから、それは一致するなと思っていま

したが、解決の方向が全然違うなと思って聞いておりました。

日米地位協定の改定難しいのかって言いますが、ドイツは対等になってるって言うけど、ドイ

ツも当初は一緒じゃなかったわけですよね。あの大きな戦争で、とりわけもう日本からは予想も

できないぐらい桁の違う戦争犠牲者を出して、ヨーロッパ全土でドイツが当初から協定結ぶのに、

条約結ぶのにアメリカと対等なんてできたわけないんですよ。それは日本よりもそういう意味で

いえば国際的に大きな影響もたらしたもう有名なナチスの問題ありますよね。そこでは厳しくさ

れたんですけども、どうかというとこれまでに３回の見直しがあったって言ってますよね。その

見直しの中で、やはりドイツが国際的に復帰するための戦争での平和の問題とか、経済協力の問

題とか、国としての在り方を示していく中で、それが国際世論と一緒になって変わってきたとい

う点ですね。

どこが違うか、唯一違うのは、ドイツというのは、その地位を確保するためには、いまだかつ

て、いまだにもあのナチス・ドイツについてはそれを悪かったと、ヨーロッパ全土と国際的に言

わなければ維持できないということがあるわけなんですよ。何でできてきたかというと、ドイツ

が対等にしてきたというのは、国際世論に押されて対等にしてきたという歴史があるんですよ。

そこは日本と違うなというふうに思っております。

それで、日米地位協定は難しいかというと決して難しいことでなくて、日米安保条約に書いて

あるように１年前にやめるよと言えば、どちらかが言えば１年間かかってやめるための準備して

いくんです。あります、フィリピンとかありましたよね。そこを国民に皆知らせてどっちがいい
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のかということと、先ほど言った国を、確かにロシアとか中国とかいろんな問題があるというふ

うに今政府は言っておりますよね。これについても国民の中、意見が違うんですけれども、もし

そうであるならばこの日米安保条約と地位協定をやめたとして、日本の安全どう守っていくかと

いうことは論議していけばええと思うんですよ。そういう問題であって、今のコロナで縦横無尽

にやっていることが許されるのかって、そうではないということはっきりさせとかんといけんと

思うんですよ。

それで、先ほど加藤議員も言ったように今回の分で言えば、いわゆる知事、交渉ですよね。渉

外部ってあるんですね、１５都道府県でしたね。米軍基地持っている１５の都道府県が集まって

渉外知事会って持ってて、そこが交渉していく役になってるんですね。そこが今回コロナで少な

くとも検疫を国内のルールに合わせてほしいと言ってるわけですよね。とりわけ多かったのが沖

縄、先ほど言った３００人以上が出ているのに、いまだ町の中を出入りしてるわけですよね。

それと、ひどかったのが京都でしたっけ、京都・京丹後市ですよね。知り合いがおるからよう

分かりました。ここでもクラスターが出ても報告もしないし、住民にも知らせないということで

知事が怒ったわけですよね。そういうところはテレビで見とっても当然のことだろうと思ったし、

日米地位協定というのはこういうところにまで及んでくるんだろうなというふうに思いました。

そういう点でいえば、何ら変わりなく前回上げた日米地位協定の見直しをしていかなければこう

いうことが起こってくるということの事例だったのではないかというふうに私は思っています。

そして、日米地位協定でいえば、前回から３０年の３月ですか、３１年に上げたからもう１年

も２年もたってないんだって今、それまでにもどういうこと起こってるかというと、一番、先ほ

どの１１月の終わりの２８日のこれ毎日新聞では、これも知事会が声上げているのは、米軍関係

者の車が、いわゆる市町村について軽自動車税や県に対する自動車税払っていないということで、

これが新聞社が調査したんですよね。そしたら、１年間だけで１４億３，０００万円のお金が入

ってきていないと、減免で。これを関係市町村渉外知事会では、それをせめて入れてくれって言

ってるんです。もう財政が厳しくなって、米軍が私用ですよ、公用の場合はもちろんお金払って

るわけないからね。でも、私用でしてる部分ぐらいちゃんと払ってくださいよって、その分だけ

でも１４億超えるんだということを言ってて、これがもう日本の大手の新聞のちゃんと１面に出

てくるというようなことはやっぱり地位協定の見直しというものを、ほぼ国民の中に入ってきた

ということだと思うんですよ。そういうところで言えば、私は前回上げた日米地位協定の見直し

もみんなで委員会を通じて学習し合った、学んだ成果で上げてきたことを大事にしていきたいな

と思っております。
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ついていえば、申し訳ないですけれども、今回の委員会で話された陳述者呼ばないことや、そ

れから前に上げたからいいだろうというのはちょっと乱暴なやり方で、私たちとすれば議会改革

をして住民に理解されて、よう頑張ってるなという議会にしていこうと思う点から見たら非常に

残念なやり方だなと思っているわけです。そういう意味でいえば、本来であれば反対する内容に

はならないし、どういう関係動いてるのか知りませんが、どう考えたって次上げて、上げんかっ

たら、ほな採択だけするけども国に上げるんどうでしょうかという相談があってしかるべきやと

思うし、そういう態度取ればよかったんじゃないかと思うので、私はもう一回見直してほしいな

というふうに思っております。ぜひ上げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に対し、賛成者の発言を許します。

１番、 田光雄君。

○議員（１番 田 光雄君） １番、 田です。全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイル

ス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について

の陳情について、委員長報告に賛成という立場で討論させていただきます。

このたび、陳情者であります沖縄と連帯するとっとりの会さんからの陳情理由と意見書案、併

せて同会の事務局長さんから頂きました沖縄が発刊された他国地位協定調査報告書と「沖縄から

伝えたい。米軍基地の話。」も拝見させていただきました。米軍基地が存在することによって大

変な迷惑と危機感を持って生活をしておられる方々が存在していることを改めて知ることができ

ました。意見書の初めにある「基地周辺の住民の生活が平穏で安心・安全であるべき」というと

ころは十分理解ができ、沖縄県民の皆様が国民全体の大きな負担を担っていただいていることに

感謝したいと思います。

滝山総務委員長の報告にもありましたが、全国知事会の日米地位協定見直しの提言については、

我が南部町も米軍基地負担軽減に関する意見書を昨年３月、定例議会で提出がなされていました。

さらに、新型コロナウイルス感染症対策については、渉外関係主要都道府県知事連絡協議会から

在日米軍における新型コロナウイルス感染症対策に関する特別要請が令和２年８月に提出されて、

米軍基地関係者から感染者が確認されると各都道府県には感染の事態を報告するように取り決め

られていました。よって、このたびの陳情にあった意見書の提出については拙速であると思い、

陳情第８号、全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的

改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての陳情については、委員長報告に賛

成の討論といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、反対者の意見を許します。
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１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾共三でございます。私もこの総務経済常任委員会に

所属しております。

前回出して、３１年の３月ですから去年か、そんな状況なんでそんなに間がないのに出す必要

ないだないかいう声もあったわけです。今回は新型コロナのことがあってと前回とは若干違う面

も、コロナのせいもということが載ってるのは若干違うとこなんです。しかし、前回でも日米地

位協定の改定、これをやってほしいということを意見書として上げたんです。そのとおり国がや

ってるんなら出す必要ありません。しかし、全く変わらないだないですか、改定をしてください

いうのに。だから改定があるまでは何回出しても、地方自治法でこれに反対する者は、罰せるも

んはないです。認められております。そういうことからいえば、やっぱり今回もこの地位協定の

抜本的見直しを出すべきだと思います。

そこで、若干私、討論しますけども、国の政治は憲法を頂点とする法の体系でなされています。

いわゆる日本国憲法ですね。そして、これを憲法体系といいますが、これは現在の世界の体制で

はなっております。しかし、日本は日米安保条約、安保体系といいますが、これを最上位法とし

て地位協定を、特例法を結んでいるわけなんです。日本の憲法が軍事によらない平和を基調とし

ていることに対して、軍事力の存在は前提とした軍事による平和を基調として構築されています。

いわゆるアメリカの傘の下に日本は入って守られるんだという状況なんです。

しかし、本当にそうでしょうか。例えて言いますと、アメリカの傘の中におったらいいのか。

この後出ますけども、核兵器禁止なんですね。これも日本は世界でただ一つの国が２回も原爆を

落とされてるんです。日本はそれに対して、アメリカがこれに対して否定してるんで、それによ

って日本も言うことができない、これが日米関係の現状ではないでしょうか。

私が言いたいのは、意味はそういう概念、理念が全く違うわけなんです。そして日本の戦後史

はこの２つの法体系の対立とそごによって推移してきた歴史ではないでしょうか。日米地位協定

は、日本とアメリカとの相互協力及び安全保障条約第６条に基づいた施設、いわゆる物的施設、

いわゆる建物とかそういうもの。

私、去年、２回沖縄に行きました。最初のときは、これは基地の今、辺野古に基地を造るんで

その運動に呼応しようということで行きました。ひどいもんですね。同じ沖縄の中、道路を挟ん

でこちらは日本の現状の日本人が住んでおる。ところが、道路挟んで向こうには立派な建物がで

きてます。あれ何かと聞きましたら、ガイドさんが言ったんですけども、あれは米軍の人が住ん

でいるとこです。風呂も２つもあるそうなんです、しかも大きなのがね。何で２つも要るんです
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か言ったら冗談半分であっちが、２本の足を別々に入れるんじゃないというような話もあったん

です。そして、病院、それから保育園、これもきちんと整備されております。日本はどうでしょ

うか。なかなか入れないというような保育園にあるような現状、これを、アメリカのそういう施

設を維持してるのは、日本のお金が出してるんです、いわゆる思いやり予算。こういうことがや

られてるのが日米地位協定なんですよ。

私は、一つ日本の歴史を見たんですけども、米軍側の基地がありますね。それなんか日本もも

ちろん、そして地権者も了解してないのに勝手にブルドーザーを持ち込んでならいて、そして米

軍の基地にするということなんです。しかも地権者に対する借地料も、これも米軍が払っており

ません。私たちの税金で思いやり予算の中から出してるんです。こういうことを、日本は本当に

独立国でしょうか。私は非常に１い憤りを持ちます。

皆さん、先ほど討論の中で、反対討論の中でもあったんですが、日米合同委員会、これが設置

されております。これを見ますと、一つは日本側と米軍側と出るメンバーを見ますと、何と驚い

たことに日本は自衛隊があって、私はそれが正しいと思いませんけども、いわゆる軍に精通した

人は一人も出ず、アメリカは全部米軍の人が出てくるんです。そういうやり方を、これが本当に

公平な、対等な付き合いをやってるんだろうか。本当におかしなことです。

日本の上空、いわゆる空、そして海も全部アメリカが支配してるんです。先ほどあったんです

けど、米軍が持ってる空を日本が勝手に飛行機が飛ぶことはできんです、向こうの許しを得ない

と。羽田飛行場なんか直に飛び立ったり降りたりしてもいいんですけど、それを許されないと大

回りして着陸、そして離陸してるんです。そういうことを許していいのだろうか。

私は、日米地位協定というものは抜本的に見直して、本当に日本の国民が安心して大手を振っ

て歩ける、そういうことをぜひやるべきと思って、日米地位協定の改定を求めるこの陳情に対し

ては賛成するものであります。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに討論ございませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、陳情第８号、全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位

協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての陳情を採決いたしま

す。

委員長報告は不採択でありましたが、原案に対して採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立少数です。よって、本案は、委員長の報告のとおり不採択とするこ

とに決しました。

休憩します。

午前１１時１４分休憩

午前１１時１４分再開

○議長（景山 浩君） 再開いたします。

・ ・

日程第２１ 陳情第９号

○議長（景山 浩君） 日程第２１、陳情第９号、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める陳

情を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長、滝山です。陳情第９号、日

本政府に核兵器禁止条約の批准を求める陳情書。この件に関し、総務経済常任委員会で審査の結

果、全員一致で採択いうことに決しましたので、報告いたします。以上です。

○議長（景山 浩君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

委員長報告に反対者の発言を許します。

７番、白川立真君。

○議員（７番 白川 立真君） この陳情、採択すべきじゃないという立場で頑張ります。

まず、この意見書にも核なき世界という言葉が出てきております。この核なき世界、いわゆる

核兵器ゼロですよね。核兵器ゼロというのは人類の夢です。人類の最高の到達点であると言われ

ております。そこまでのロードは核の保有国の軍縮ですよね、核軍縮。そして、核を持っていな

い非保有国やテロ組織への拡散防止、核を持つことでのデメリットの推進などなど、乗り越えな

ければならないテーマは実は幾つもあります。核を保有せず、核の脅威にさらされていない国は、

危険極まりないので即刻禁止しろと発しているわけですが、我が国は２００以上の核ミサイルが
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向けられているので、全く立場が違いますよ。

少し時間を巻き戻してみますけど、終戦末期、ナチスが核兵器の研究を始めたことがきっかけ

でアメリカはオッペンハイマー博士を中心とするマンハッタン計画をスタートさせます。そして

１９４５年の８月、皆さん御存じのようにこの年、２種類の核兵器を我が国に使用しました。そ

の破壊力が各国の首長の目にどう映ったのか言うまでもありません。

その後、アメリカの仮想敵国であったソ連が保有します。ソ連が持ったことで中国、そして中

国と仲の悪いインドが保有します。インドが持ったことでパキスタンまで保有するようになった。

冷戦時代はまさに核の拡散の時代と言えるでしょう。

１９７６年、我が国はＮＰＴ、核拡散防止条約に批准します。しかし、ＮＰＴには幾つも課題

がありました。唯一の被爆国である我が国は、核兵器ゼロを目指していることを踏まえて国連に

日本独自の提案を投げかけることになります。そもそもＮＰＴというのは、アメリカ、ソ連、中

国、イギリス、フランス、今はソ連はロシアですけどね。この５つの国、この大量保有国は核を

うまく管理できる管理能力が高い国なので、一定量保有することが認められているんです。それ

らの５か国以外は国際法違反になると位置づけられているわけです。これではいつまでたっても

核はなくなりません。日本はこのアメリカを中心とする５か国に対し、ちょっと専門用語言いま

すけども、ＭＡＤ、ＳＤＩ、ＭＤなどの核抑止政策を踏まえて段階的に核を減らすことを提案し

ていくんです。段階的に減らすことを提案してるということなんです。本当に減らしているか確

認するためのＩＡＥＡの査察、チェックを受けることもセットにしております。

先ほど言いましたＭＡＤなどの核抑止政策というのは、私に核使うとあなたにも使いますよ、

そういうものなんです。すると両国は地球上から消滅するので、核の使用はやめようねという、

核の保有は核抑止になるという理論があるわけです。我が国は国連に対して段階的に減らすプラ

ンと併せて真の国連をつくることを提案しているんです。戦勝国が主導する今の国連じゃなくて、

国連加盟国みんなに公正な国連なんです。

ここから少し私見を含めていきたいと思いますけども、もし世界市民の皆さんから１０ドル頂

けるならば、世界市民が運営する国連をつくることができるんです。その国連は世界市民によっ

て管理される世界最１の国連軍を持つことになります。つまり、日本の警察のようなもので、一

国一国、一人一人が武器を持たなくても、国連軍という警察力に委ねることができるんです。東

ティモールとかパラオとか、あのような小さな国でも１人１０ドルで核の抑止力を手に入れるこ

とになります。世界市民を敵にして核を保有する国は恐らくいなくなるでしょう。これこそが我

が国が保有国と非保有国とのかけ橋となる立ち位置に立ってるんです。日本の立ち位置というの
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はここなんですよ。非保有国グループでもなければ核を保有してるグループでもない。その真ん

中の立ち位置に立って真の核兵器ゼロを目指しているということなんです。これが実効性のある

核兵器廃絶提案なんです。

人類の有史以来人類を、ずっと戦争に反対してるんですけども、何でなくならないのか、その

ことをよくよく考えての日本からの実効性のある提案なんです。これを皆さんによく、まだ時間

がありますので、時間がまだあります。あと１０秒か５秒はあると思いますので、しっかり検討

していただきたいと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

６番、長束博信君。

○議員（６番 長束 博信君） ６番、長束です。陳情第９号、日本政府に核兵器禁止条約の批准

を求める陳情書について、賛成する立場で申し上げたいと思います。

先ほどもございましたが、御存じのとおり日本はこの世界でただ一つの核被爆国であります。

戦後も２０年を過ぎた１９６７年、昭和４２年ですが、１２月、当時の佐藤首相が核兵器を持た

ず、造らず、持ち込ませず、この言葉を衆議院予算委員会で表明し、４年後の１９７１年の１１

月に沖縄返還に際して、国会でいわゆる非核三原則を決議し、以後国是としてきております。

これより５０年経過した現在、世界では核の開発が進んでおります。核保有国が増えておりま

すが、日本は核軍縮への働きかけをしてきました。先ほど白川議員が言われましたように働きか

けをしてきておりますが、現在世界的な動きになっている核禁止条約の批准をしておりません。

世界でただ一つの広島、長崎の被爆国である日本が、平和への願いを込めて条約を批准しないこ

とは、核に対する発信力がないこととなるのではないかと考えます。唯一の被爆国の日本が条約

に加わってこそのものと考えますので、私はこの陳情書に賛成するものであります。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、反対者の発言を許します。

１０番、板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。この陳情第９号、日本政府に核兵器禁止条約

の批准を求める陳情書について、先ほどの白川議員の発言とダブるところもあると思いますが、

討論をさせていただきたいというふうに思います。

核軍縮の、廃絶の取組については、これまでも日本が参加している核拡散禁止条約を基盤に進

められてきています。今から５０年前、１９７０年に発効した核拡散禁止条約は、先ほど白川議

員も討論で言ってましたけど、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の５か国を核保有

国と認め、日本を含む１９１か国、地域が締約をしています。
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今回の核兵器禁止条約については、今５０か国が協定を結んで発効される、来年１月ですか、

発効されるようになってるんですけれど、この核拡散禁止条約については全世界で１９１か国が

既に締約をしているということで、非常に力がある条約であるというふうにも思います。この条

約の交渉を義務づけるのは、先ほどの５か国の核軍縮の交渉を義務づけながら、そのほかの国々

の核兵器の保有や拡散を禁じている条約であります。

ただ、一つ反省点は、世界の核兵器の９割を保有するアメリカ、ロシアの核軍縮は進んではお

りません。また、先ほど白川議員もありました条約に参加してない核の保有国、インド、パキス

タン、イスラエル、さらには北朝鮮の脅威も世界的に見逃すことができない現状だというふうに

思っています。特に北朝鮮は、核を搭載できる弾道ミサイル、これが実験で日本列島を越えて太

平洋に着水しています。

核兵器の禁止を訴えることは、私としても決して反対するものではありません。しかし、隣国

である北朝鮮、そして中国からの核の脅威から日本を守る、先ほど亀尾議員の討論にもありまし

た安心・安全という現在の手段としては、日米地位協定等含む核拡散禁止条約の傘の下で、世界

でただ唯一被爆を受けた国として核の脅威を訴え、被爆日本国の立場から核廃絶に向けたメッセ

ージを力１く発信していくということが必要であるというふうに思っています。

もし先ほど、その前の含めて、この核についてもですけれど、やはり白川議員が言ってました

ように、まとめれば今の改憲にあります憲法９条、これに自衛隊ということを明記して、日米地

位協定も、抜本的な改革も進んでいくでしょう。そして、この核禁止条約のほうにも参加をして

でも日本の立場をしっかりと訴えられる、そのような現状にもなるのではないかなというふうに

思います。そういったことでこの陳情第９号については、反対の立場としての討論とさせていた

だきます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、賛成者の発言を許します。

１１番、細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） 今いろいろお聞きしましたら、ちょっと反対討論の方お聞きしま

して、私もちょっとむかっとくることたくさんあります。

第１には、総務常任委員会でこれは全会一致で採択すべきだということを議会のルールじゃな

いですけど、委員会で決まったことがまず第１点。

第２点は、長束議員が言われたように、日本国は被爆国であります。今言われた方が、ほんな

ら広島におられた、長崎におられた方ならそういうこと言われるでしょうか。そういうことをよ

く考えて、やっぱり核はいけないということを、やっぱり南部町議会からでも発信しなけりゃい
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けないと思います。私は、総務常任委員会がこれを全会一致で決めたということを尊重いたしま

して、これは賛成いたします。

○議長（景山 浩君） ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、陳情第９号、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める陳情を採決いたします。

委員長報告は採択でありました。原案に対して採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立多数です。よって、本案は、委員長の報告のとおり採択とすること

に決しました。

・ ・

日程第２２ 陳情第１０号

○議長（景山 浩君） 日程第２２、陳情第１０号、日本学術会議人事への介入はやめ、６名の

任命拒否の撤回を求める陳情を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長、滝山でございます。陳情第

１０号、日本学術会議人事への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情書でございます。

この件に関し、総務経済常任委員会で審査の結果、賛成少数で不採択と決しましたので、報告し

ます。

なお、賛否両方の意見がありましたので、否の理由は、国会で指摘されている様々な問題があ

るかもしれないが、最終的には政府の人事問題であり、地方議会が意見書を提出するものではな

い。

可の理由としましては、任命拒否の理由を首相が答弁しているが、答弁になっていない。安倍

政権時代に反対意見を述べてきた６名を任命拒否しており、不当な人事である。反論する人を排

除するという、非常に問題であり、意見書を採択してぜひ提出するべきという意見でございます。

以上でございます。

○議長（景山 浩君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

１３番、真壁容子君。
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○議員（13番 真壁 容子君） 陳情何号でしたっけ……（「１０号」と呼ぶ者あり）１０号につ

いて反対します……。質問です。すみません、意見言うなと言われたから動揺しております。

質問です。これを上げるのをふさわしくないというとこで、政府の人事問題だから地方がとや

かく言うことない、政府が反対することだというのが反対の主な理由だって聞いたんですけども、

政府の人事だというところはどこに規定されているという話。そういう話出ましたか。例えば政

府がこうこうこういうふうな仕組みになってるので、これは政府の人事問題なんで、周りがとや

かく言うことだないよということになったのかというところ知りたいんです。どういう、政府の

人事問題というのは何を根拠に出されたのかちょっとお聞きしたいと思ったんですけど、いかが

でしょうか。

○議長（景山 浩君） 総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長です。その件に関しましては

意見も議論もされてませんので、報告します。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤です。今回の陳情第１０号、日本学術会議人事への介

入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情書、これは採択するべきだという立場から発言さ

せていただきます。

委員会のときも言いましたけれども、今回、これのなぜ６人を任命を拒否したのか、これ首相

がいろいろ発言しておりますけれども、ほとんど言っている内容が矛盾していて反論になってお

りません。

それと、今回任命を拒否された６名の方ですけれども、これらの方はほぼ安倍政権時代から安

倍政権に批判的な発言をされ、そしてなおかつ行動も取っておられた、そういった方だけです。

今回、菅政権になり、菅首相が６名の方を拒否された理由というのは、明らかに自分の政権に対

して反対の意見を述べる方、行動を取られる方、これらを排除するという、それが一番の目的で

あり、また見せつけがあるという部分がどうしても否めないです。

そして今回、言論の封じ込めということが取り沙汰されてますけれども、これ明らかに戦前、
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日本が戦争に進むことになった言論の封じ込め、これの第一歩と重なることがあります。現在、

政権がやろうとしていることは、これは間違いなく言論の操作です。そういった意味からも今回、

陳情第１０号、この日本学術会議人事への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情書、

これは採択するべきだと思います。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、仲田司朗君。

○議員（９番 仲田 司朗君） ９番、仲田司朗でございます。陳情第１０号、日本学術会議人事

への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情書につきまして、私のほうがこれにつきま

して論議をさせていただきたいと思います。

日本学術会議の会員任命拒否問題につきまして、これは人事案件ということであります。人事

は任命者が適任だと思う人を選ぶということでございます。ですから、確かに加藤議員のほうか

らいろいろな内容を話しされても、全部話が違うというやなこともございますけれども、あくま

でも首相の任命でございますので、これにつきましては人事案件という専権事項でございますの

で、なかなか難しいのではないかと思います。

人事は適任者がその責任において適材適所で選ぶものでございます。恣意的との批判もありま

すけども、菅首相の判断であり得る考えだと思います。人事配置の難しさもありますけれども、

あるいはなぜ選ばなかったか、あれ、というようなことを言う方もございますけれども、人事に

ついては、例えば町長が他の方を任命するときもその理由をなかなか言わないと思います。人事

については専権事項でございますので、従うしかないということがあろうと思います。ただ、や

り方がちょっと幼稚っぽいところかもしれませんが、任命権がある以上、任命拒否権もあるとい

うことがあるので、この学術会議の任命拒否問題については、撤回を求める陳情が出ております

けれども、私はこれは反対するものでございます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾でございます。私は、陳情第１０号、日本学術会議

人事への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情書の採択に向けて討論いたします。

私もこの審議に当たった総務常任委員会に所属しております。先ほど討論に、これに対する人

事の介入だということがあったんですけども、歴代の今までの総理大臣は全て提出された、学術

会議から出されたことについては、そのとおりということで受け止めてやってきたわけなんです。

ところが、今回は菅首相は何を思われたか、これについては６人を外す。先ほど加藤議員も言い

－４８－



ましたが、これについて政府のやり方について盾突く者、特に戦争に関してのことに関しては、

平和を求めることに対しては１くこれを拒否したということであります。

まず最初に言いますけども、井上科学技術政策担当相が参議院内閣委員会で、日本学術会議に

対して研究成果が民主にも軍事にも使われることについて検討を求めていることを明らかにしま

した。これは学術会議での軍事研究の押しつけであり、学術会議の在り方を正面から否定するも

のであります。

学術会議は１９４９年、科学者が戦争に動員された戦前の反省の上に、憲法がうたう学問の自

由を確保し、人類の平和のために努力することを宣言して発足しました。翌年の１９５０年に、

戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない旨の声明を出しております。その背景には、

戦争協力への苦しんだ反省と、再び同じ間違いをしてはならないと思いから、ここに学術会議の

基本があります。

これを侵す事態が安倍前政権で持ち込まれました。防衛相が活用のために２０１６年度に創設

した安全保障技術研究推進制度で、各大学とも学術会議は１年をかけて検討し、軍事的安全保障

研究が学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあることを確認して、過去、これまで２回

の声明を継承する新しい声明を１７年に採択しました。声明は、軍民両用に関しては、研究成果

は特に科学者の意図を離れ、軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使用され得る、この

ようにして慎重な判断を求めるとした。その上、大学等の研究機関に対し、軍事研究とみなされ

る研究について審査する制度の設置を求めました。

防衛省は、推進制度については将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿っているとし

て、その目的が兵器開発にあることを見極めて、政府による研究の介入が著しく、問題が多いと

厳しく指摘してきております。同制度への応募は一貫して減少し、２０２０年、今年は８件にと

どまっておると聞きます。自民党などは、学術会議は学問の自由を奪っていると攻撃しておりま

すが、各大学の見識に基づいた判断に弓を引くことと言うべきではないでしょうか。

井上担当相の答弁によって、菅政権と自民党の狙いは、学術会議を変質させ、科学者を軍事研

究に導入する体制づくりにあることが浮き彫りになりました。これは二度と戦争の惨禍を繰り返

さないと誓って制定された憲法９条を変え、日本を戦争する国につくり変えようとする動きと事

を１つにするものにほかなりません。憲法違反の任命拒否という暴挙を学術会議の在り方に問題

をすり替え、軍事研究を押しつける卑劣な企てをすることは許されません。学問の自由と人類の

平和に努力する学術会議の原点を守ることは国民的な課題であることから、日本学術会議人事へ

の介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める陳情は採択に賛成するものであります。以上です。
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○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１０番、板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。私は、この陳情第１０号、日本学術会議人事

についての撤回について、委員長報告に対して賛成の立場で討論させていただきます。

まずは、陳情書を見ますと、学術会議の推薦に当たり、これまで政府は全く形式的任命、推薦

者は拒否しない、これが学術会議法の７条２項に反してるというようなことが書いてありますが、

実は１１月１３日に衆議院内閣委員会の中継の動画、これは日本維新の会の足立康史衆議院議員

がされたものを見ました。約２０分ぐらいのお互いの討論のし合いだったんですけれど、この足

立衆議院議員は、学術会議の推薦を尊重しつつも、必ずしもそれに従う責任がないということを、

菅総理は記者会見等々で言っておられるわけなんですけど、それに対する政府の考えというのを

問いただしておられました。学術会議法の７条の２項、学術会議で推薦を行い、この法に基づい

て総理が任命する。要するに任命権者は総理になるわけです。ですから、さっき最初に書いてあ

るような部分については、これは全く違反をしていないというのがまず第１点です。それと、こ

の７条２項については、そこについて６名の方を任命しなかったということは、まずこれは会議

法に違反をしていないというのがまず１点です。

その後には、憲法第１５条のことがこの後に書いてありますけれど、この１５条においては、

公務員が選定するのは国民の権利だというようなことが書いてありますけれど、この権利という

のは要するに選挙をして特別職の公務員を選ぶ。例えば私たち、それから執行部いれば町長にな

るわけなんですが、そういったのは国民の権利である。これは私も当然だというふうに思います

けれど、それ以外のものについては個別法、さっき言いました学術会議法ですね、そこにのっと

るわけです、のっとっていくわけです。だから任命権者は内閣総理大臣にあって、それを拒否す

ることも、これはやぶさかではない。だからこの陳情書についてはちょっと陳情の内容がおかし

いんじゃないかなというふうに思います。

その下のほうの学問の自由なんですけれど、この学術会議ばかりではなくて、そういった専門

家のいろんな委員会があって、制度の内容についてそういったとこに答申をしたりしています。

菅総理が一番に思っておられるのは、まずこの学術会議の存在。多分、この話が出て初めて国

民の皆さん、私も含めてですけど、こんな会議があったんだ。この会議に１２０億も国費が投入

されている。その辺を見直そうよということを国民の皆さんに問いかけられたんじゃないかな、

逆に私はそういうふうに理解をしてます。そういったことも含めて、自民党でつくってるプロジ

ェクトではこれを独立法人化をしていこう。最初、法人化を進めるに当たっては若干国の国費も
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使いながら、そして民間等々からお金を集めながら独立法人化をしていこうという提案もされて

います。全くそのとおりで、これからそのように変わっていって、政府の下ではなくて自分たち

の自由が言える、そういった組織をつくっていく、これが一番の理想であり、今回のような問題

ももう起こらないというふうに思っておりますので、陳情までは出さなくてももう既に変わって

いくということを知れば、陳情の不採択、これに賛成をいたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 委員長報告に反対ですね。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 委員長報告に反対で、陳情第１０号は採択すべきだという意見で

す。

仲田議員や板井議員は、制度上の問題で、内閣総理大臣に任命権があって、それで拒否するこ

ともできるのだという立場で説明なさっています。この日本学術会議に構成するメンバーという

のは２１０人ですけど、それを構成している学会というのは何百とあって、ほぼほぼ全ての学会

からこの学術会議は憲法違反だ、不法だと言ってるわけですね。その中身は何かということです

よ。先ほど、この背景には軍事研究に反対したということで、軍事研究を進めたいからという国

の政府の事情があるということもありました。それをちょっと置いといて、どうして憲法違反か

って言うてることやと思うんですよ。

ちなみに、仲田議員が言われた、内閣総理大臣に任命権あるんだから、これが任命できるんだ

というのは、過去でこういうことやったというのは独裁政権のドイツですよね。ナチス・ヒトラ

ーがやったのがこのやり方なんですよ。全部選挙、あの人、自分でのし上がった、選挙で勝って

きた方ですから、選挙で勝ったら自分は全部の権限があるんだといってやっちゃったんですよね。

それと今の日本とどこが違うかというと、日本は法治国家なわけですよ。

先ほど板井議員が言われたように、内閣総理大臣とか、いわゆる選挙で決めていく、国民が決

める選挙ですよね。選挙で決めたけれども、全体の奉仕者である国家公務員から地方公務員に当

たってまで全体の奉仕者で、これは税金から給与が出るんですけれども、この方々をも国民が選

んでいくのだということを憲法で読めるわけですよね。選定するのはそうなんですよ。ところが、

国会議員等は選挙で選ぶんだけれども、末端にまで一々選挙というようなことができないから、

法治国家というのはその国会で、国会の下で憲法に従って法律を決めて、それではこういう国家

公務員もこの制度でいこう、地方公務員はこうだっていう、そのやり方の中でいろんな権限や、

決めているというのがあるわけですよね。

そしたら、ここでいう、確かに日本学術会議というのは内閣総理大臣の所轄の国の行政機関だ
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って言われてるわけですよ。そういうことで任命権があるんだという点ですね。でも、その内閣

府設置法の第４０条３項では「別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関」っ

て日本学術会議言われてるんですよ。もう政府そのものが内閣府に置くけれども、国の法律定め

て内閣府に置かれる特別の機関、法律で定めるというんで、その法律何かというと日本学術会議

法なんですよ。そこで決めてるのは、なぜこういうこと言ってるかというと、ほかの行政機関の

一般ではなくて、特別に日本学術会議と決めて、そこのメンバーは日本学術会議の推薦によって

行われて、総理大臣が任命するって書いてあるんですよ。だから、これは右の学者、左の学者言

わず、任命権は国会ではあるけれども、推薦、これを拒否する権限はないのだというのを言って

るわけですよね。

もうちょっと卑近な例で言えば、学校の教職員は県の公務員なわけですよね。県の公務員です

よ。これを県知事が、そういえば県知事がそれをそしたら採用するから罷免できるかという問題

ですよね。できるかという問題ですよ。気に入らんから自分が任命権があるんだっていっていけ

んということできるかということですよ。なぜかというと公務員というのは公平性保たれるもの

だから、きちっとした、定められた試験に基づいてやってきて、そこで選ばれてるわけですよ。

罷免するかどうかは法律と条例に基づいて、そこに違反した場合にそれぞれの処罰が決まるとい

うのがあるわけですよ。

学術会議は内閣のめちゃくちゃ位が高いんですよね。内閣府が設置するんですから、内閣府の

総理大臣だってそういう特別の機関でそれは違うんだよっていうのは、先ほど亀尾議員や加藤議

員が言ったように、なぜそうなったかというと、戦前の歴史が、学問が自由がなくなって、戦争

に行ってきたところにあるわけですよね。ちなみに、学問の自由を憲法でうたっている国という

のはそうないんですよ。これアメリカつくったといいますけれども、学問がどれほど侵されてき

て戦争に行ったかということを、それは６人の中の加藤陽子さんという方ね、右も左もない、前

天皇の御指南役だった学者がそういう立場で述べていらっしゃる。その方々も今回排除されまし

たからね。私にしてみれば右も左もないんですよ、排除されてる方が。キリスト教の方もいらっ

しゃるし。そういうところでやってきたって、全く恣意的にやるという権限は総理大臣にはない

のだというのがこれまでの法治国家の中での憲法学者や行政学の人たちの一定した考え方なんで

すよ。だから、説明できないのも無理であって、説明する根拠がないから説明できないんですよ。

ちなみに、説明できないことを皆さん何もおっしゃらなかったけど、総理大臣が説明できない

といって部下がやったようなことというのは、これ通用しないというのは役場の職員みんな分か

ってると思うんですよ。行政処分がトップの責任でできなかったらやり直したらいいんですよ。
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自分の部下の責任にしたり秘書の責任にするというのは、刑事事件でもあっても行政処分でトッ

プが見ていなかったから、知らんかったらやり直すんですよ。そういうことしか答えれんわけで

しょ。だから、こんなに大きな問題になってるのは、専門的な学者から見れば全く憲法に反した

ことやってるから元に戻せって言ってるんですよ。学術会議の中には右も左もあるわけですよ。

その方々がそろって意見として、とにかく理由を述べてください。言ってること２つです。理由

を述べてください、憲法と法律に基づいて６人を任命してくださいってこの２つしか言っていな

いんですよ。それに答えられていないんです。この今の菅政権はそういう意味では異常だし、知

ってて言うてるんだったら大変だし、知らなかったら余計大変ですけども、状況とすれば非常に

独裁的な首相と言わないといけないと思うんですよ。

そういう意味でいえば、どんな方が首相になられても、どんな方が町長になられても、町長と

いうのは町でつくった条例を守っていくんです。地方自治法守るんです。それが不都合だといえ

ば、町に関係することであれば議会にかけて条例を変えたらいいんです。そういうこともしない

で任命権としてできるということは、これも無謀だって言ってるのは、私は全く正論だと思うし、

そういうことを許したらいけんと思うんです。国が崩れていくというときは、こうしてるように

して崩れていくのかなと思うもんですから、少なくとも議員とかは地方自治法や法治国家として

の中で、選挙で選ばれた私たちですからそういう判断はきちんとしたいと思いませんか。

それで、これは人事案件だから総理大臣に任せるのということは、行く道というのは、今の段

階、どういう立場に立っているかというと、法を無視した独裁的なやり方でも可とするという立

場に立っているんだということを私はあえて言いたいと思っています。

それと、もう一つ、軍事研究の件で言えば、軍事研究は左の者だけが反対してるのではありま

せん。学者たちはなべてどうして軍事研究に反対するかというと、軍事研究をすればお金は出る

かもしれないけれども、研究者というのは自分の研究を発表して認められて初めて研究者になっ

ていくわけです。ところが、どの国でも軍事研究に入ってしまったら、それを公表することは国

にとっては違法行為になるわけです、守らないといけないから秘密ですよね。そういうところで

自分の培ってきた研究や技術をそういうところ持っていきたくないという声を上げているわけな

んですよ。これももっともですよね。本来の自由な研究や人類の進歩に貢献するような学者であ

り続けたいというの同時に、軍事研究で幾らお金をもらってもそれが発表できないからどこの大

学も二の足を踏んでるということも言われています。そういう立場から見たら、私たちが自由を

求めていく中で、今回の在り方が本当に学術会議だけの問題ではないということから、多くの国

民が関心を持ってるんだと思います。そういう点でいえば、私は法治国家を守る立場と憲法守る
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立場から、南部町議会からもこれを上げたいと思っております。以上です。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、陳情第１０号、日本学術会議人事への介入はやめ、６名の任命拒否の撤回を求める

陳情を採決いたします。

委員長報告は不採択でありましたが、原案に対して採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立少数です。よって、本案は、委員長の報告のとおり不採択とするこ

とに決しました。

ここで休憩に入ります。再開は１３時といたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第２３ 陳情第１１号

○議長（景山 浩君） 日程第２３、陳情第１１号、西部広域ごみ処理「基本構想案」の撤回を

求める陳情を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、荊尾芳之君。

○民生教育常任委員会委員長（荊尾 芳之君） 民生教育常任委員長、荊尾です。委員会に付託さ

れました陳情第１１号、西部広域ごみ処理「基本構想案」の撤回を求める陳情書について審議を

いたしました。

審議の結果、賛成少数で不採択になりました。

賛否意見がありましたので、主なものを報告いたします。否とする理由。西部広域から基本構

想案について広域化による経済的・環境的なメリット、デメリットの説明を受けた。広域化をし

てある程度大型化したごみ処理施設を造ったほうが安いし、環境的にも優位だ。発電の能力も大

きくなる。この発電を使ってＣＯ２ の削減にもつながるということから、町にとっても町民にと

ってもメリット、プラスのほうが大きい。基本構想案に沿ってやっていけばいいと思う。

賛成の意見ですが、この構想案は住民不在で決まったこと。ごみを出すのは住民なので、住民
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を巻き込まなかったら絶対いいごみ処理計画にはならない。今ある基本構想案を一回戻して、住

民でもう一回議論してから基本構想案を策定すべきであるというのが可の理由でございました。

以上、委員会の報告とします。

○議長（景山 浩君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

２番、加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤です。２点お伺いします。

１点は、賛成少数ということでしたが、それの内訳はどういうふうになっているでしょうか。

それと、２点目、不採択の方の意見として大型化のほうが安くなるという発言と、それから発

電したほうが有利であってＣＯ２ の削減につながるという意見が出てるんですけれども、大型化

した場合は間違いなくグロス金額は上がるはずなんで、安くなるということにはつながらないと

思うんですが、それとごみの場合、燃やせば燃やすだけ二酸化炭素が出るのは間違いないので、

燃やす量が増えれば二酸化炭素削減ではなくて、二酸化炭素の発生が増えるというふうになると

思うんですが、この２点に関しては広域からの話を聞いた結果、そういうふうに判断されたとい

うことでよろしいんでしょうか。

○議長（景山 浩君） 民生教育常任委員長、荊尾芳之君。

○民生教育常任委員会委員長（荊尾 芳之君） 民生教育常任委員長、荊尾です。賛成の方が１名。

反対の方が４名で、もう一人の方は継続審議のほうがいいではないかという内訳でございます。

１対４対１という格好でございます。

それから、先ほど加藤議員からの質問がありましたが、言われたことは、広域の説明を受けて、

例えばごみ処理場を１つ造った場合と複数造った場合では経済的なところが安くなるという説明

でした。

それと、たくさんごみを燃やしたらＣＯ２ が増えるではないかということですが、それをごみ

の燃やすことによって発電をして、その発電の電力を使ってＣＯ２ を削減をするという説明だっ

たと思い、そういうことだったということでした。以上です。

○議長（景山 浩君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

委員長報告に反対者の発言を許します。

２番、加藤学君。
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○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。陳情第１１号、西部広域ごみ処理「基本構想

案」の撤回を求める陳情書、これは採択するべきであったという立場から述べさせていただきま

す。

大型化のほうが安くなるのではなく、１か所に大きいものを造ってのほうがいろいろなところ

に数造るよりも安くなるということだったということと、それからあと二酸化炭素の削減の部分

で、発電をするから二酸化炭素の削減につながるという意見が出たということなんですけれども、

この二酸化炭素削減についての考え方なんですが、ごみを燃やして、それで二酸化炭素が出るん

だけれども、発電をすることによって発電の部分を二酸化炭素の出た量に対して換算して差引き

する、それで二酸化炭素が減少するんだという計算式のことだと思うんですけれども、これ基本

的にこういう計算してるの日本だけで、国際的にはこういった考え方、やってる国はどこもあり

ません。

それと、先ほど言いましたけれども、ごみを燃やすことは必ず二酸化炭素が発生することであ

り、今回、二酸化炭素の減少につながるという話が出てるということなんですけれども、それは

根拠としてはちょっと間違っていると思っております。

それと今回、基本構想案の撤回を求める意見書なんですけれども、今回１０月末の時点で広域

のほうから各自治体に確認があって、それぞれの自治体は今回の構想に参加するということであ

ったということなんですけれども、今回、どう考えても広域が進めようとしていること自体が早

急過ぎると思います。今回パブリックコメントを求めるに当たって、改定案を出すというふうな

ことになってるんですけれども、これ改定案を一体どこの時点で、どういう話を聞いたところで

この改定案を出してくるのかという、これ自体が分かっておりません。

また、一部報道では、今回、広域行政管理組合の議会の席で一部構成の議員の方から場所を伯

耆町にしたらどうかという意見が出たという話もちらっと聞いております。何かこういう話を聞

くと、広域自体が何か物事を急速に進めようとしているのではないかというふうな気がしてなり

ません。今回、あくまでもごみ問題というのは住民の問題ですので、住民の意見をもう少し聞き、

耳を傾けて、それから進めるのが本来の広域のするべき道ではないかと思います。

以上の理由から、今回この陳情１１号を採択するべきであったというふうの意見とさせていた

だきます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、細田元教君。

○議員（11番 細田 元教君） この陳情について、委員長報告に賛成の立場から討論させていた
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だきます。

西部広域の基本構想については、この間、管理組合の方から一応１１させていただきましたが、

陳情の中にありますように住民の参加のないまま決まったって言っておられましたけども、これ

ずっと西部広域にはうちげから町長はじめ議長さんがずっと出ておりまして。そういう広域連合

議会でいろいろ審議して、住民の声を届けておられたんだと思っておりますし、初めて新しい新

議長の景山議長になりましてから、全協の中でいろいろ報告があって１１させてもらったことは

よく分かったことで、今までそれがちょっとなかったかなという反省はしておりますが、その中

でこの陳情にもありましたが、基本構想は住民の生活にも地域の環境にも重大な影響及ぼすと。

これは本当にそのとおりでして、これ基本構想というのは一本化して一体化してするやつですけ

ども、例えば我が町には２か所の清掃組合の処理場を持っております。これは去年、おととしで

基幹改良いたしまして、１０年間はもたせるように頑張っております。これはなぜかというと、

西部広域の話の中で令和３４年だったかな……（「１４年」と呼ぶ者あり）令和１４年、１４年

で一本化して、そこで燃やすための基本構想案です。それに合わせたあの建物というか基幹改良

したのは事実です。ということは、南部町としてはこれを早こと基本構想案をつくっていただき

一本化できるように。一番大事なのは、町民のごみがきちっと処理できるかどうかがかかってる

んです。我が２か町の清掃組合は、１０年間は基幹改良いたしましたけど、これはきちっとでき

ます。

それ以後はどうするかということですが、伯耆町さんはもうそちらのほうに行くと言っておら

れますし、南部町単独であの焼却場を維持するということは大変不可能でございます。そのお金

があったらば西部広域一本化にそれをつぎ込んで安心してごみが焼けるということを町民が安心

してできることが最大の私は条件だと思ってます。

中には、この陳情にもありましたけども、また、発電のこともありましたが、国は２０５０年

までに、要はプラスチックやちを燃やさずにいろいろリサイクルして、そのような対策を取って

おります。これは早速西部広域も適用されると思いますが、それを燃やして発電するということ

も多少影響はあろうと思いますが、それに向かうということは私は大事だと思いますし、南部町

でも今後行政はごみの減量化、これは国からも勧められるし、喫緊の課題だと思っております。

その中でも絶対燃やさなければならないごみは出てまいります。今の出るごみを安心して燃やせ

る場所、これは西部広域のあと１４年後にできるこれに託して、それまでは今の２か町の清掃組

合の炉を大事にして使っていくと。そのようにしてやっぱり早くこの西部広域の基本構想案をつ

くっていただき、町民に、また西部広域の住民の皆さんに説明してもらうのが一番大事じゃない
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かなと思っておりますし、この基本構想案というのは一刻も早くしていただきたいというのがこ

の私の気持ちでございますし、この陳情書にはやっぱり反対すべきと私は思っております。以上

です。

あとは、詳しくはベテランの議員さんが討論されますので、その意見をお聞きしまして皆さん

の賛同を得たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 委員長報告に反対者ございますか。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 亀尾でございます。陳情第１１号、西部広域ごみ処理「基本構想

案」の撤回を求める陳情に、私は採択すべきだという具合に思うんです。

この中に書いてありますけど、私は今、何回も繰り返すかもしらん、現世代の人間で人類が終

わるんならいいかもしれません。しかし、次、後世にこの地球で生きるためには一体どうすべき

かということを、後世に本当に喜ぶようなことをせんといけんと思うんです。

今、大きなのは、一つは温暖化の問題ですね。この温暖化の現象はやはり二酸化炭素、これが

ＣＯ２ 、これがやっぱり大きなことということが言われております。それによって水害が起こっ

たり、集中豪雨が起こったり、あるいは非常に温度が上がって、夏どうしていこうかという、生

きようかというような状態をつくり出しております。だから、二酸化炭素を減らすにはどうする

かということは物を燃やさないこと。特にごみですね、これをいかに少なくするかということだ

と思うんです。

分別収集に取り組んでおりますね、南部町も。しかし、県下の中では、聞きますと米子なんか

何でも燃やせ燃やせというのが多いようです。軟質プラスチックなんかもこっちはきちんと分け

て出してるんだけど、それも今米子で、能力はどうか分かりませんけど発電やってるそうです。

それを２４時間やっぱり燃やさないけんと。一定の温度を上げないと蒸気ができません、タービ

ンが回らない。そのために無理して燃やすようなことをやっている。これではむしろ今の地球環

境を壊すようなことやってるんじゃないですか。私は、これは十分にこういうことはやめること

を１く求めるものです。特に発電というのをやるには、時間を継続してやらなきゃいけません。

昼間燃やすだけでも、夜は止めとうか思うと。あくる日なるとまた一定の温度まで上げるって大

変なことです。そのためには、ここに書いてあるんですけども、プラスチックとかそういうもん

を燃やしてしまう。それで温度を高めよう、これが一つだと思うんです。私は、プラスチックな

んか再利用するようにしていくこと、このことを十分やっていくのが後世に対する貢献だと思い

ます。

－５８－



それから、もう一つあるんですけども、先ほど２か町でやってるところが基幹改良が行われた。

それが平成１４年までですか……（「令和、令和」と呼ぶ者あり）令和１４年までですか。基幹

改良やって、その時点が来たら再度また基幹改良やる。国の方針は長期持続するそういう設備を

造ろうと、やろう。例えばトンネルでも橋でも傷んだ時点で直していって長期に使おう。これは

国の方針だと思うんです。だから、２か町でやってるところは年限を切ったが、そこまででやっ

たらほいじゃあ、広域のほうに移るんだなくて、本当にお金の使い方、これは１つになって発電

施設も造るって莫大なお金がかかると思います。それと、それを運用するためにもかなりのお金

がかかります。ここで２町の基幹改良をずっとやって、それを続けていくこということが、十分

にそのことを重点にすべきだと思います。そのためにこの陳情はぜひ採択すべきだということを

申し上げます。

○議長（景山 浩君） 委員長報告に賛成者の方。

８番、三鴨義文君。

○議員（８番 三鴨 義文君） ８番、三鴨です。私は、この陳情は委員長の報告のとおり不採択

にすべきと思っています。

先ほど会見町というような発言がありましたけど、あれは間違いかと思いますので訂正しても

らいたいと思います。なぜかといいますと、今回取られてきた各町の意見集約、意向調査といい

ますか、全町村に従来決まっていた統一・一本化というものを、間違いないでしょうかという意

見を確認されたんだというふうに思っています。全部の関係市町村が一本化、統合広域化で合意

されたということで次のステップに進まれて、これから基本構想ができ、パブリックコメントも

聴かれていくという手順だというふうに思っています。これをまた全て基本構想を撤回して振出

しに戻すということは、これから先、まだ十数年という時間がかかって提出していかなければな

りませんけれども、またぞろ後戻りということはせずに、逆に今度は具体的な実施計画を計算さ

れてこちらに提示していただくのが、できるだけ早いほうがいいと思っています。

先ほど住民の声とおっしゃられましたけれども、私やちも含めて、議員も含めてそういった具

体的な実施計画を見せていただいて、これが本町に対して、ついていいのか悪いのか、そういう

ことを議論していくべきだと。できるだけ早い時期にそれを提案してもらってするべきだという

ふうに思っていますので、ここでこの基本構想を撤回して元に戻して、振出しからということは

するべきじゃないというふうに思いますので、ぜひ早こと実施計画のほうまで進めてもらったら

なというふうに私は思っています。

それから、先ほど細田議員や亀尾議員から言われました２か町でやってる処理場のことですけ
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ど、今、長寿命化みたいな形で１０年間補修なり維持していけますけれども、その次にはいずれ

建て替えというような大規模工事が来ると思っていますので、単独町でそういうことするという

ことがもう費用的にも困難なことだと思いますし、細田議員も言われました伯耆町はもう既に広

域一本化にいくとおっしゃってますから、南部町だけが独自でそういうものを維持していくこと

はもう困難だと思いますので、やっぱり一緒になって、今、構想を進めてもらって具体的な計画

を見せていただく。まだ何も用地だとか決まってませんし、相当の時間も要すると思いますので、

ぜひこういう撤回ということはなしにして、速やかに進めてもらって次のステップに行ってもら

いたいというふうに思いますので、これの撤回の陳情は反対したいと思います。

○議長（景山 浩君） 委員長報告に反対ですね。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 委員長報告に反対で、採択をしてほしいという意見です。

委員会で話ししておりましたときには継続審議の意見も出ました。継続であるなら私も賛成だ

という意見を述べてきたところです。なぜかといいますと、議会でも特別委員会が設置され、広

域化の影響等を議員の中で調査していこうということになっておりますから、長くはなっても住

民が陳情する権利あるし、そのこと尊重しながら、特別委員会の様子を見ながら継続もあり得る

ことだというふうに思ったからです。ただ、その継続ではなくて、もうここで出てくる撤回とい

うのはおかしいということになったもんですから、決を採ったということだというふうに私は理

解しております。本来の議会の立場であれば賛成、反対派も含めて継続という立場でいくのが本

来の筋ではないのかなというふうには、私は思っているところです。

私は、反対するの大きく３つなんです。一つは、今、この基本構想というのは住民の声が全然

反映されていないというのが一つと、２つ目には、経済効率性がよくて安上がりになるんだとい

うけれども、米子市は安上がりになっても周辺町村はそうとは限らんというのが私の意見です。

３つ目には環境保全性。実は、恐らく１２年後にこれが実現しない一番の大きな理由はこの３つ

目になってくるんじゃないかと思うんですけども、環境保全性でいえば、ＣＯ２ の排出、今度２

０５０年に今の菅内閣は法律つくるって言い出しましたよね。法律つくる、何で法律つくるかと

いったら、期限を決めて２０５０年に達成するためにいくんだと言ってるんですよ。そうなった

ら絶対このエネルギー回収問題がまないたの上に上がってくるわけですよ、これをどう見るかと

いう点が。なぜかって、あと１２年の時間があるわけですよね。恐らく私たちが知ったり学んで

いる以上に気候変動の問題とＣＯ２ 削減というのは、国際情勢から見ても、もう限りなく私たち

の想像以上にすることが、必然性が迫られてくるというふうに私は思いますし、多くの国民がそ
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う思ってるんじゃないかと思ってるんですよ。そのときに、ＣＯ２ 排出、今、加藤議員も述べま

したけども、エネルギー回収を、ごみを燃やして発電することは石油由来の発電を少なくするか

らいいのだというけれども、石油発電の２倍以上のＣＯ２ を排出しながらごみ発電を続けていく

ことが今世界中にも認められていない中で、それが造る令和１４年までいいというふうに続くと

いうふうに私は思わないんですよ。その辺は個人的な違いがあるかもしれませんが、よって立つ

べきは住民の意見が得られているのかで当然だし、経済的にどうなのか、環境保全性が町の立場

からどうなのかというところは諮っていかないといけないだろうなというふうに思うのです。

それで、委員会の中では経済性も環境問題も広域でするほうがいいという意見があったんです

けども、私たちはそれが分からないから特別調査委員会を開いたのではないかというふうに思っ

ています。一般質問で担当課長たちが準備してくれて、十分質疑できなくて申し訳なかったと思

うんですけども、まず経済性の問題でいえば、前回も確認しましたけども、発電するというのは

めちゃくちゃお金かかるから、工事費用だけ見たら一体化の大きなの造るほうが現状よりお金高

くつくというのは出ましたよね。建設費だけで見たら絶対発電のほうが高くつくんですよ。それ

をもしうちの町でするとすれば、現状維持でいった場合とどれが違うかというので、建設費の際

に、焼却施設、発電施設の内訳示してほしいと言ったら、そんな内訳なんかないというのが西部

広域の回答なんですよ。これ何としても出させないといけない。だって、見積もった金額出てる

んですからね。それを検討してみんなが納得して、より効率的だということになればいいと思う

んですけども、そういう課題があるのではないかと思うんですよ。

それで、どうして２０年間と限って維持管理を出してきたか、そこが私の一つの疑問だったん

ですけど、よく分りましたよ。維持管理費を出してきて、建設費が高くても維持管理費を入れた

ら広域のほうが安くなるんだというのを想定して出してきてるんですよ。その中身が、維持管理

費が安くなる仕組みは発電の電気代を維持管理費に入れて相殺するという内容だったんでしょ。

だからそれを検討したら、議会でも言ってくださったように単価が１キロワットアワーで１０円

だというんですね。１０円だから１年間で約２億円程度だっていうんですよ、西部広域全体２億

円。

これを、南部町でどれぐらいの比率かというと、南部町は今焼却してませんからその割合です

るのもいいけども、私が計算したっていけないので、役場から出してもらった、例えば不燃物で

いえば人口規模でどれぐらいの割合かといったら、全体が５億近くに対してうちの町は３，００

０万いくかいかんかの金額なんです。要は全体の１割も占めないというのがごみの量ですよね、

焼くごみにしたら３％切るんですよ。その中で、この２割をどう分けるかといったら、１０分の
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１で２，０００万ですよね。１割もないって１，５００万ぐらいなんですよ。それぐらいの維持

管理費がよくなるからたくさん建築費を出して米子と一緒の発電しろって言ってるんですよ。こ

れが南部町にとっていいかどうかですよね。１，５００万ぐらいやったらごみ少なくしたほうが

ええんですよ、それぐらいのお金使って、と思いませんか。だから、最初から一本化ありきとい

うのはそういうことになってくるなというふうに思っております。

それで、もう一つ言えば、全体的に見たら１年間で２億で、２０年間で４０億のお金出したら

維持管理費なんか全然一本化したって安くなってませんよ。表見たら分かります。４０億も違い

ないですからね。そういうことを見たら維持管理費というのは変わらんのですよ。変わらんどこ

ろか、全国的な発電して壊れること考えたら高くつく可能性が出てくるということもあると思い

ます。私、なぜこんなこと言ってるかというと、何が何でも一本化やめろって言うてん違うんで

す。ちゃんと私たちが１１、南部町にとっていいことかどうかということでやろうやないかって

言っていますからね。その１１もしないといけないのではないかなと思います。

それで、発電施設については加藤議員が言ってたように、ごみ発電は石油の発電所も４０％も

切る非効率的な火力発電所をなくすって言ってるわけでしょ。ごみ発電は２０％ないんですよ、

行くかどうか分からない。そういうのがここ１０年の間でよしとするのが続くというわけがない

じゃないですか。それ考えたときに、それも恐らく私は西部広域のその辺も組んでくると思うん

ですよ。それ考えた場合にごみ発電というのは、もうこれは日本では今まで造った以上に造るよ

うな場所ではないということになってくると思います。

そんなことは言うけれども、一緒にならんかったら金が出んじゃないかっていう意見が出てま

したよね。このお金は環境省の循環型社会形成推進交付金においてできると。これは決まってる

んです。人口５万人以上、または面積４００キロ平米以上だと言われてるんですよね。そこに該

当するかといったら単町では該当せんから、このお金の補助金来んでしょって言われてるんです

けども、前回も確認したんですけれども、ここには基本、条件があるんですよね。離島ないしは

豪雪地帯、過疎地域には該当させないというので、前回はこれで外れたのが日野郡だったわけで

すよね。それで今回も丁寧に聞いているといって３町の意見を聞きたいってそこにあるわけです

よね。ところが、確かにそういう意味でいえばこんなんあるんですよ。補助金もらえるすべを探

さないといけないということになってくると思うんですね、だと思うんですよ。

ところが、もう一つ分かったのは、町長も言っていましたが、ごみを減量化するときの話が、

燃やすというのが一番最後に来たわけでしょう。有効に活用する、リサイクルするって４つ目に

来るということあったから、この循環形成も私はこのごみ発電だけではないんだなと思って調べ
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たら、やっぱり一番がマテリアル施設を造ったらって一番に来てるんですよ。マテリアルってい

うのは環境への影響も少ないし、一番ごみの問題では環境にも経済的にもということで言ってる

ここに補助金出すって言ってるんですよ。だとすれば、あらゆる方法使ってマテリアル施設を造

って、そこで職員雇ってすることのほうが南部町にとってはいい可能性もあるんじゃないかとい

うことも出てくると思うんですよ。そういうことを考えて広域に提供していきながらほかの町村

とも考えて、果たしてどのやり方がこれからの環境社会に向かっていいのかという点をやってい

くべきだというふうに思うんですね。

そやから、今回は恐らくもう賛成少数で否決されると思いますが、決して先に結論ありきでは

なくて、三鴨議員が言ってる内容のように基本構想出して、本当に一本化いいのかどうかという

ことの調査するという立場を忘れないで私たちがきちっと審査していく必要があるし、それが次

代、次代って次の時代もそうだし、今の時代に選ばれた議員の人の仕事だというふうに思います

ので、ここでもう撤回をやめたから基本構想のとおりにいくのではなくて、そこで一緒に１１し

ていきたいと思いますので、今後とも突き放さないようにしながら委員会をしていこうではあり

ませんかと呼びかけて討論といたします。

○議長（景山 浩君） これをもって討論を終結いたします。

これより、陳情第１１号、西部広域ごみ処理「基本構想案」の撤回を求める陳情を採決いたし

ます。

委員長報告は不採択でありました。原案に対して採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（景山 浩君） 起立少数です。よって、本案は、委員長の報告のとおり不採択とするこ

とに決しました。

・ ・

日程第２４ 議案第１０８号

○議長（景山 浩君） 日程第２４、議案第１０８号、令和２年度南部町一般会計補正予算（第

９号）を議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。補正予算書のほうで説明をさせていただき

ます。
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議案第１０８号

令和２年度南部町一般会計補正予算（第９号）

令和２年度南部町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，４１７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９，１８６，１１３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和２年１２月１６日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

令和２年１２月 日 決 南部町議会議長 景 山 浩



そうしますと、４ページをお願いします。このたびの追加補正につきましては、年内に独り親

世帯へ臨時特別給付金の再度の支給を行うためのものでございます。

それでは、下段の歳出から御説明いたします。３款民生費、２項児童福祉費、４目ひとり親家

庭福祉費です。８４１万７，０００円増額し、６，３８７万１，０００円とします。これは低所

得の独り親世帯に臨時特別給付金を支給するためのものでございます。１世帯に５万円、第２子

以降の１人につきまして３万円を給付するものでございます。

上段のほう、歳入につきましては、歳出額と同額の８４１万７，０００円を増額し、６，０９

９万１，０００円とします。これにつきましては母子家庭等対策総合支援事業費補助金として全

額国から賄われるものでございます。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 提案に対し、質疑はありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 補正予算について質問いたします。今回新たに出てきた追加予算

ですけども、内容については国からの臨時特別給付金を低所得者の独り親世帯に対して支給して

いくという内容だということが分かりました。

私の質問は、この今回の１世帯当たり５万円、それから１人当たり第２子以降がそれぞれ３万

円で、今回は比較的、金額１２８世帯ということでしているということですけども、８月の段階
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で前回にしたこの特例給付金については、基本給付７１件というところから見たときの差につい

ては、国の分を丸々しているということで分かったんですけれども、町長にお聞きしたいのは、

これに対する町の独自の上乗せを考えるべきではないかということの質問です。

例えばこの聞き取りの中でも担当の事務所の方が、米子市とか日吉津では上乗せで、各自治体

で出しているところも出てきていると。県とか見たら、例えば持続化給付金なんかでは同じよう

に国から５０％以上出るんだけれども、県は３０％以上で５０％未満って書いてないもんですか

ら、３０％以上の方が全部出るということは５０％以上の方も出るわけなんですよ。

福祉事務所の方が調べたときに、全てではないけども困難な家庭というのある程度現場で把握

してきてくださってるんですよね。その方々が仕事がない方が、この間８月、９月に５万円もら

って、今５万もらって生活できるという水準ではないというのこれもう明らかですよね。そうい

うときにはある程度限定されてくるから、このような方々に対しての町独自の給付金制度が要る

と思うんですけども、町長、どんなふうにお考えでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。コロナのために職を失ったり、子供たちがこの年の

瀬を他の子供たちと同様な家族団らんの中で迎えていただきたいと思っています。その中で課題

があるというところが明らかになれば、これはまた議会の皆さんに相談しながら対応していかな

いといけないと思ってます。常にこれで全てというものではありませんで、今議会の中でも議論

いただいたように要所要所で手後れにならないように対応していく、このように考えています。

○議長（景山 浩君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 手後れにならないというよりは、少なくとも給付制度については、

町はあんまり動いてないのではないかと私は思うんですよ。町長は当初から、弱い者、本当に必

要なところに届けないといけないという点で、私、福祉事務所ちゃんと仕事してきて出す数字出

してると思いますよ。それを見ながら本当に困っている人にどうするかということの個別の手当

等を考えて議会に出してきても誰も反対しないと思うんですよ。要は町長が一番最初言ったよう

に、コロナかどうかというとこに引っかかってるからですよ。コロナじゃないといけんとは言っ

ていませんよ。ただ、どの制度を見ても、コロナを証明するということ国は取らんと言ってるん

ですよ。そのときに今回計算して２８０人、１２８世帯と約１．５倍の分の予算組んでいますよ

ね。これは国の基準があるから国のお金返さんといけんと思いますけれども、町とすればコロナ

の交付金頂いてるんですから、それを今回どんなふうに幅を広げて使っていこうかって考えるの

が一番ではないでしょうか。町長がそこで歯止めしているからほかの場所でも動けないんですよ。
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職員にコロナかどうかって聞かせてるんですよ、住民に対して。それは本人がコロナって言って

きたら申告制ですよ。それ以上言えないんだから、私はやっぱり申し訳ないですけども、町長の

その姿勢が全てのこの支給制度を遅らせてるというふうに思っています。そこで全体的にほかの

自治体と比べた場合の違いというのは出てきているんではないかと思うんですけど、町長、それ

どうなんでしょうか。あくまでもコロナっておっしゃいますが、私たちが救済するのはコロナだ

けではなくて、困っている人救済していくわけですよね。国はそこをちょっと広げてるんですよ。

国保世帯にしたってコロナっていいますが、コロナをどう証明せよって、証明しようがないんで

すよ。そういうこと認めてますよ、みんな国は。そこを言わないでコロナかどうかというのは、

一言、町村がするときにコロナの点検どんなようにしろって国が書いてきたんですか、そしたら。

それ聞きたいんですけども、町長、そこをもう一回考え直すべきではないかということについて、

どのようにお考えですか。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午後１時４２分休憩

午後１時４２分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。今回の児童扶養手当の追加支給について、私は、こ

れはあくまでもコロナの影響で受けた方、それが特に母子、父子の独り親家庭に多いということ

に鑑みて、国のほうからの制度だと思ってます。これでまだ足りない部分があるということであ

れば、これは行政のほうで考えていかなくちゃいけない事態だと思いますけれども、この辺りに

つきましては常に現状、そして現場の認識等共有しながら対応してまいりたいと思っています。

○議長（景山 浩君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 足りないということであれば、そこですよ。行政側が住民の生活

どう見てるかということですよ。仕事がなくて今仕事を探してる人が三百何人いるって数字出て

きましたよね、一般質問の中で。出てきましたが、それらの方々全てコロナでなくにしたって実

際生活に困って仕事がないということ、給料が入ってきませんから、この低所得者の独り親家庭

についていえばいろいろ聞き取って、仕事がないという人出てきた人に２か月や３か月に１回５

万円渡して済む問題じゃないということは、こんなもん誰も分かることと違うんですか。そこを

見て見んふりしてるだけだと私は思うんですよ、いろいろコロナやないかどうかって考えて。そ
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うではなくて、今、コロナお金使うことは、そういうところきちっと対応していくべきではない

かと思うんですけども、別にほかに考えることあります。いつも考えると言っています。考える

と言って半年以上たっている。町長、もう一回求めます。

それと同時に、最後の質問やから聞くんですけども、今回これと関連して、コロナ対策でいえ

ば、持続化給付金についての農業者のことについて言えば、農協と相談して町が窓口を設けるよ

うにするということについては、町長、なさるんでしょうか。

○議長（景山 浩君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。農業者に、持続化給付金のことにまで波及してきま

したけれども、まずは独り親の方がきちんと子供さんとお正月が暮らせる、過ごせる、そういう

ことを考えて今回追加の補正をお願いいたしました。速やかに支給するように努力してまいりま

す。

持続化給付金の農業の問題については、これまで言ったことと全く変わりません。中小企業庁

の中のホームページの内容等鑑みていただければ、皆さんが十分理解いただけると思います。た

だし、コロナの影響を受けた方に対して町長がそれを受けるなというものではないことを改めて

申し上げておきます。

○議長（景山 浩君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０８号、令和２年度南部町一般会計補正予算（第９号）を採決いたします。

議案第１０８号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第２５ 発議案第１４号

○議長（景山 浩君） 日程第２５、発議案第１４号、核兵器禁止条約の批准を求める意見書を

議題といたします。
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提出者である総務経済常任委員会委員長、滝山克己君から提出理由の説明を求めます。

総務経済常任委員長、滝山克己君。

○総務経済常任委員会委員長（滝山 克己君） 総務経済常任委員長、滝山です。



発議案第１４号

核兵器禁止条約の批准を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和２年１２月１６日 提出

提出者 南部町議会総務経済常任委員会委員長 滝 山 克 己

南部町議会議長 景 山 浩 様



別紙は副委員長が朗読しますので、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） １番、 田光雄君。

○総務経済常任委員会○委員長（ 田 光雄君） 副委員長の 田光雄です。では、意見書を読ま

せていただきます。



別紙

核兵器禁止条約の批准を求める意見書（案）

２０１７年７月に国連会議で採択された核兵器禁止条約が、２０２０年１０月２５日に批准国

５０に達し、条約の規定により９０日後に発効することが確定した。

核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性をきびしく告発し、その開発、実験、生産、保有から使

用と威嚇にいたるまで全面的に禁止して違法化し、完全廃絶までの枠組みと道筋を明記している。

発効する禁止条約は、核保有国をいっそう政治的・道義的に包囲し、追いつめるものとなり、

核兵器廃絶への動きを加速し、広島・長崎の被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める世界

の圧倒的多数の希望への歴史的な一歩を踏み出すものだ。

日本政府に禁止条約への参加を求める地方議会の意見書は、１０月２０日現在で４９４自治体、

全自治体の２７％にのぼる。唯一の戦争被爆国として、日本政府はすみやかに条約を署名し批准

すべきだ。

よって、本議会は日本政府に対して、核兵器禁止条約の批准をおこなうことを１く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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令和２年１２月１６日

鳥取県西伯郡南部町議会

【提出先】

内閣総理大臣、総務大臣、防衛大臣、衆議院議長、参議院議長



以上です。

○議長（景山 浩君） ただいまの説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、発議案第１４号、核兵器禁止条約の批准を求める意見書を採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。

・ ・

日程第２６ 発議案第１５号

○議長（景山 浩君） 日程第２６、発議案第１５号、議会改革調査特別委員会の設置について

を議題といたします。

提出者である議会運営委員長、三鴨義文君から趣旨説明を求めます。

議会運営委員長、三鴨義文君。

○議会運営委員会委員長（三鴨 義文君） 発議案第１５号、読み上げて提案いたします。



発議案第１５号

議会改革調査特別委員会の設置について

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和２年１２月１６日 提出
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提出者 南部町議会議会運営委員会委員長 三 鴨 義 文

南部町議会議長 景 山 浩 様

設置の目的ですが、別紙を読み上げさせていただきます。

別紙

議会改革調査特別委員会の設置について

本特別委員会は、地方分権時代に対応した議会組織のありかた、町民に寄り添う議会運営及び

活性化を調査及び研究するため、地方自治法第１０９条第１項及び南部町議会委員会条例第６条

の規定により議会改革調査特別委員会を設置し、付託のうえ次の調査及び研究を行う。

調査及び研究事項

（１）議会のありかたについての調査及び研究

（２）委員会の構成等についての調査及び研究

（３）議会のＩＴ化についての調査及び研究

（４）上記に定めるもののほか議会の活性化に資する調査及び研究



以上でございます。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、発議案第１５号、議会改革調査特別委員会の設置についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。
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・ ・

日程第２７ 発議案第１６号

○議長（景山 浩君） 日程第２７、発議案第１６号、複合施設建設調査特別委員会の設置につ

いてを議題といたします。

提出者である議会運営委員長、三鴨義文君から趣旨説明を求めます。

議会運営委員長、三鴨義文君。

○議会運営委員会委員長（三鴨 義文君） 議会運営委員長、三鴨でございます。



発議案第１６号

複合施設建設調査特別委員会の設置について

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和２年１２月１６日 提出

提出者 南部町議会議会運営委員会委員長 三 鴨 義 文

南部町議会議長 景 山 浩 様

設置の目的ですが、別紙を御覧いただきたいと思います。

別紙

複合施設建設調査特別委員会の設置について

本特別委員会は、南部町公民館さいはく分館を複合施設とする建替事業に関し、調査及び研究

するため、地方自治法第１０９条第１項及び南部町議会委員会条例第６条の規定により複合施設

建設調査特別委員会を設置し、付託のうえ次の調査及び研究を行う。

１．調査及び研究事項

（１）複合施設建設事業に関する調査及び研究

（２）複合施設の管理計画、運営計画に関する調査及び研究

２．設置期間

議決の日から令和３年６月３０日まで



以上です。
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○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、発議案第１６号、複合施設建設調査特別委員会の設置についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。

・ ・

日程第２８ 発議案第１７号

○議長（景山 浩君） 日程第２８、発議案第１７号、公立西伯病院調査特別委員会の設置につ

いてを議題といたします。

提出者である議会運営委員長、三鴨義文君から趣旨説明を求めます。

議会運営委員長、三鴨義文君。

○議会運営委員会委員長（三鴨 義文君） 議会運営委員長、三鴨でございます。



発議案第１７号

公立西伯病院調査特別委員会の設置について

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和２年１２月１６日 提出

提出者 南部町議会議会運営委員会委員長 三 鴨 義 文

南部町議会議長 景 山 浩 様

設置目的を読み上げます。

別紙
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公立西伯病院調査特別委員会の設置について

本特別委員会は、西伯病院の公立病院としての位置づけ、抱える問題・課題に関し調査及び研

究し、町民にとって将来あるべき姿を検討するため、地方自治法第１０９条第１項及び南部町議

会委員会条例第６条の規定により公立西伯病院調査特別委員会を設置し、付託のうえ次の調査及

び研究を行う。

１．調査及び研究事項

（１）病院の経営計画にかかる検証（西伯病院新改革プランの検証）

（２）西伯病院の統合・再編に対する基本的な考え方

（３）上記に定めるもののほか課題解決に向けた調査及び研究

２．設置期間

議決の日から令和５年３月３１日まで



以上でございます。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、発議案第１７号、公立西伯病院調査特別委員会の設置についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。

・ ・

日程第２９ 発議案第１８号

○議長（景山 浩君） 日程第２９、発議案第１８号、可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員

会の設置についてを議題といたします。
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提出者である議会運営委員長、三鴨義文君から趣旨説明を求めます。

議会運営委員長、三鴨義文君。

○議会運営委員会委員長（三鴨 義文君） 議会運営委員長、三鴨でございます。



発議案第１８号

可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会の設置について

上記の議案を別紙のとおり、南部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

令和２年１２月１６日 提出

提出者 南部町議会議会運営委員会委員長 三 鴨 義 文

南部町議会議長 景 山 浩 様

設置目的を読み上げます。

別紙

可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会の設置について

本特別委員会は、鳥取県ごみ処理広域化計画に基づく「鳥取県西部広域行政管理組合可燃ごみ

処理広域化基本計画」が町民にどのように影響を与えるか調査及び研究するため、地方自治法第

１０９条第１項及び南部町議会委員会条例第６条の規定により可燃ごみ処理広域化等影響調査特

別委員会を設置し、付託のうえ次の調査及び研究を行う。

調査及び研究事項

（１）可燃ごみ処理広域化基本計画の町民への影響

（２）不燃ごみ処理等に係る調査及び研究

（３）上記に定めるもののほか廃棄物処理に関し諸課題の解決に向けた調査及び研究



以上です。

○議長（景山 浩君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。
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原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） これで討論は終わります。

これより、発議案第１８号、可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会の設置についてを採決

いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに

決しました。

ここで、ただいま設置されました議会改革調査特別委員会、複合施設建設調査特別委員会、公

立西伯病院調査特別委員会、可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会、正副委員長互選のため、

暫時休憩いたします。

午後２時００分休憩

午後２時００分再開

○議長（景山 浩君） 再開いたします。

・ ・

日程第３０ 特別委員会委員長、○委員長互選結果の報告について

○議長（景山 浩君） 日程第３０、特別委員会委員長、副委員長互選結果の報告についてを行

います。

議会改革調査特別委員会委員長、板井隆君、副委員長、白川立真君。

複合施設建設調査特別委員会委員長、三鴨義文君、副委員長、荊尾芳之君。

公立西伯病院調査特別委員会委員長、細田元教君、副委員長、長束博信君。

可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会委員長、白川立真君、副委員長、加藤学君。

以上で報告を終わります。

・ ・

日程第３１ 委員会の閉会中の継続調査の申し出について

○議長（景山 浩君） 日程第３１、委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題といた

します。

お諮りします。議会運営委員会、総務経済、民生教育、広報各常任委員会及び議会改革調査、
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複合施設建設調査、公立西伯病院調査、可燃ごみ処理広域化等影響調査の各特別委員会の委員長

から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申出がありました。

お諮りします。各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決定しました。

・ ・

○議長（景山 浩君） 以上をもちまして今期定例会の会議に付議された事件は全て議了いたし

ました。

よって、第１２回南部町議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。これをもちまして令和２年第１２回南部町議会

定例会を閉会いたします。

午後２時０３分閉会

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和２年１２月定例議会を閉会するに当たり、一言御挨拶申し上げます。

１２月４日から本日までの１３日間にわたり、提案されました条例及び補正予算、また１２名

の議員による一般質問を含め、重要案件を終始極めて熱心な御審議により、それぞれ適切妥当な

結論に至りましたこと、議員各位の御精励に対し深く敬意を表しますとともに、心より厚く御礼

申し上げる次第であります。

町長をはじめ、執行部におかれましては、施策執行に当たり、議員各位からの意見、要望等を

十分に反映されたものとなるよう１く要望いたします。

また、今期定例会におきましては、議員発議により４つの特別委員会が設置されることとなり

ました。設置された各委員会の調査・研究目的に応じ、活発かつ十分な審議を重ねられることを

大いに期待するものであります。

議員各位におかれましては、今後も不断の議員活動により、一層町民皆様の声を町政に反映さ

せ、負託に応えていただきますよう要請申し上げます。

町民の皆様方におかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染対策に細心の注意をいただ
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きながらも、穏やかな年末年始をお迎えになりますことをお祈り申し上げ、閉会の御挨拶といた

します。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） １２月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本定例会は１２月４日から本日までの１３日間にわたって開催され、令和２年度一般会計補正

予算など、当初１７議案について御審議いただき、さらに本日は独り親世帯に対し臨時特別給付

金を支給するための補正予算を追加提案し、合わせて１８議案について、本日、全議案とも御賛

同賜り、御承認をいただき、誠にありがとうございました。

今議会初日の４日には、私が任されました任期４年間を通じた所信を表明させていただきまし

た。人口減少社会の中で町民の暮らしをいかに守り、さらに豊かで魅力ある南部町、次世代に誇

れるなんぶ暮らしをつくり上げなければならないことを訴えてまいりました。

７日、８日、９日の３日間にわたり、１２名の議員の皆様から２２項目にわたる町政に関する

一般質問をいただきました。新型コロナ対策をはじめ、西伯病院に係る御質問が多く、課題解決

に向け、今後も議論が必要だと改めて認識したところでございます。そのほかにも地震防災、人

権教育、スポーツ振興、保育園の将来構想、さらには板祐生についても貴重な御意見をいただき

ました。現在の南部町を取り巻く広範な政治課題について御質問いただき、答弁させていただい

たと思います。しかし、議論のかみ合わなかった部分、不足した部分もあったと思いますので、

私の１１不足の面もあると考え、今後とも御指導をいただきますよう改めてお願いするところで

ございます。

新型コロナウイルスの影響は、第三波が全国に拡大し、収束の気配がないまま新年を迎えよう

としています。また、鳥インフルエンザによる養鶏農家への影響も心配され、我が国の実体経済

の影響はさらに顕著になってきており、南部町としても国の経済対策と速やかに連動した町民の

生命、健康、そして暮らしを守っていく決意でございます。閉会中にあっても、どうぞ御指導い

ただきますようお願いし、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。
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